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の
在
氏

号

氏
立
事
び

第

者
人

町

記

表
法

別

市
代 の

に

村

号

氏
あ

３

第

の

た

月

１

３
特
だ
項

定
し

日

は

第
物
知
又

法
毒
、

金

研
事
第

曜

２

条
究
が

日

項

第
者
自

）

４
を
ら

。
権
第

に
く
の
法

項
除
そ

お

げ
第
す
第
任
第

条

い
）
限

項

う

る
１
る
３
者
１

よ
）

の
と

の
の

に

事
項
こ
項
等

改

務

第
置
定

め

は
規
。
法
設
規
又
に

る

、
定

。

保
に
所
る

第
変
る

健
よ

条
は
よ

に
売

項
の
売

長
販

４
更
販

行施法締取

委
業

に
届
業

則細 和昭 北

任
の

お
出
の

年
劇
号

物

平

取
月

成

締法
日

取 行

月

細

施

４

行

法

年

施

締

部

の

か

一

則

日

の

細

１

則

す

正

を

行

改

部

施

を

一

ら

政
所
表

名

様
名
名
行
務
代

人
所
の

中

法
の
者

式

っ
並

成

あ
地
名

平

に
在
氏

り

、

削

印
は
に

を

て
び

」

に

」

」

、 市

代び及称名にび並地
、

中

は

式

て

様

名
名
っ

改

印
務

を

事

」

る

成

た

平

主

削

に

、り

準
係
行
第

て
に
を

市
法

、

と
及

す
廃
こ
項

用
る
う
４

合
の
妨
第

場
物
を
び

る
棄

い
に

含
収
な
項

を
回
げ
５ て

）
必

い

。
の
。
お

む
等

の
要

北

受
録

す
登

い
の
登

規
な

準

に
受

。
及

準
理
を

る
録

て

条

る
す
て

同

す
関
け

び

用
と
者

４

合
こ
る

第

場
る
い 更

規

む

変

の

含
。
の

項

を

第則規道海

に

）

等

定

。

よ

の

の

次を部一の）号
る

規

す

。

る

正

る

す

改
の

公

海

に

北

ここ

則

を

規

則

め

町

高

。る

事

す

知

布

道

町
人

名氏

。

長

る

村

りお

者

と

長
表

の

村
代

次

名

を」きつに

氏

を

印

の

る

に
置

す

定
措

用

」

次

よ

海

含

物
に

を

毒
令

合

る
命

場

劇
関

道

る

こ
こ
られ

１
２

公

の
の
の

附

こ

出

る

規

届 令
と

規
規
行

省

る

理

業

よ

受

売

に

の

販

定

録

物

関

登

毒

に

の

よ

令
令
令
こ
令
と
令

る

こ

。るす正改にう

橋

第
第
第
第
と
第
。
第

法

みるは

法
名
法
受
法
と

等

氏

の

こ

法第
特
第
等
第
理
第
。

印 を」
法
。
法
の
の

こ

業

く

業
聞

。
第
毒

）
第
登
期

と
法
の

改に」りおと

を

の

第

せ
第

。
、
法
さ
法

む
査

合

則
則
為

）
質
第

則

、
施
係

は
の
に

。

報

際
務

成
の
事

平
行
る べ

月
さ
う

４
に
行

年
現
を

第

か
い
者

日
て
き

１
れ

証去収るよに定規の条 の

ら
る
が

。

の
第
第

の

の

条
条
条

条

条

定
項
項

第

第

規
１
１

２

３

よ
び
ら

項

項

に
及
か

１

１

販
２
３

び

規

る
第
第

及

の

業
の
ま

２

に

売
項
項

第

定

の
規
で

項

よ

るよに定規の項６第条 務
登
定
の

の

る

業

に

の

定

第
す
第

条
毒
条
届
条
関
条

研
１
の
２
る
３

第
物
第
出

と
の

項
究
項
受
項
こ
項

１
者
の
理
の
関
定

定

同
を
規
に
規
。
規 よ

第
く
に
す
に

に

条
除
定

）
る
こ
る

る

４
。
よ
る
よ

。
務

務

に
に
同
と
業

業

項

録
日

お
係
項

物

の
第
受
の

条

条
劇

登
条
を
等

３
取

の
２
け
公

第

第
物

録

い
に

項

項
扱

取
項
て
示

４ の
責

消
第
者
す

規

法
任

し
法
る
関
の
る

定

第
者

及

等

び
に

第
録
と

よ

条
の

業
条
登
こ

４
更

の
７
の
。

る

第
変

務
売

項
の

停
項
取

販

る

の
問
定
は
第
め
第

規
又
条
た
条

よ
去
項
必
項

に
収
１
に
２

製
関
規
な
規

る
に
の
要
の

業
る
に
置
に

造
す
定
措
定

等
と
る
命
る

者
こ
よ
の
よ

。
販
令
販

請
な

施
申
異

特
た
売
に
売

。
他
と

る
の
こ

す
そ
る

行
こ
の

で
も
為
る

行
な
の
と

規
処

の
の

第

付交

則
理

る係に者究研物毒定特

の
に

よ
定

定

録

録
に
規

規

登
も

販
よ

よ

の

の
る
に

に

簿

票
業
販

販

付

付
売
る

る

備

交
登
業

業

等

関
の
売

売

け

に
票
登

登

関

る
録
の

の

に

す
書
票

票

る

と
の
録

録

す

こ
等者扱取上

換
の

の

こ

。

返

と

措な要必るす対に

取

取

い
る
に

上

上

置

え
再

者

者

準
名
定

扱

扱

て
品
規

該

係

す
の
る

に

に

用
等
す

場
出

当

る

る
届
者

を
受
下

る

業

合
の
以

す

事

含
理

こ

の

。
関
務

と

止

む
に
業

と

廃

の
る
取

っ

の

）
す
上

な

等

令

命
お
し

業

に
命

止
に
消

て
び

登

い
に

令
い
及

の

お

を

準
す

関
準
毒

録

て
関

に

こ

る
す
劇

受

用
る

す
用
物

場
取

て

る
と

こ
る
物

け

す

責

る

合

。
合
扱

い

場
。

と

む

む
者

等

含

含
任

者

を

を

。

。
等

毒
し
の
す
の

定
だ
業
関
業

研
知
録
こ
録

物
、
登
る
登

者
が
受
。
受

究
事
を
と
を

い

い

除
ら
て

て

を
自
け

け

）
権
者

者

。
の
る

る

く
そ

有

登

係
を
の

の

に
限
等

等

施
つ

る
行

行
い
日
は
の
て
に
、

号

て
規
い
の

お
こ

こ
則

。
す関に）。く除をの

交

に
及

び

付
付

及

交
交

納

に

関

る
納

に

す
返

付

関
び

令命の

。
す

る

と
関

す

こ

扱

た

届

。とこるす関に

」

の

の

定
と
者

者

出

規
こ

る

い

名

理

よ

と

氏

受

に
。

届

す

売

。

の

関

販

う

等

に

）

）
の

特

者

の

出

る

業

）

命

物

規

規
更

毒

の

の
変

定

よ

よ
に

究

に

に
令

研

定

定 売
聴

販

販
る

を

る

る
係

者

告
こ
る

の

報
う
す

録

売

除

を

し

徴
を
備

消

の
と
設

取

立
な
準

関

、
げ
基

に

収
妨

検
。
適

る

入
い
に

す
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事
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第
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市
２
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別
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計
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画
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第
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計市都
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表
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別
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に
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よ
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平

規

る

計
成

則

平

改
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第

正

法
年
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３
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月
北
北
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日

議

委

全

員
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業
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衛

員
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会

会

員

会

局

管
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令
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北
北
北
北
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選
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事
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良
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成

行
２
富
町
１

平

細
号
則
中
野
を
市

の

年

登
海
の

月

昭
小
、
北
項

４

市
別
道
右

１

和

、
設
に

か

年
、
市
建
欄

日

げ

施

海
蘭
北
部
掲

ら

北
室

規
、
島
事
る

行

道
市
広
の

改を部一の則細行施法 る
則
釧
市
務
市

す

す正
号

の

行
月

３

毒

細

月

物

則
日

及

の

日

び

一

劇

部

金

物

を

曜

取

改

日

締

正

）

海
海

細

則

行

規

施

る

法

す

理
委

管
事
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海
選
道
道

員
委
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知
会
会
員
員
委

道

るめ定
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土
泉

事
長
長

員

庁
部
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員
員
委

業

委

議

委
理

査
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道
会
会
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会

上
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第
路
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処
町

る

市
）
帯
町
特
改

号
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磯
の
に

一
市
大
に
る

の
広
、
例
め

る

を
北
町
す

部
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野
関
。

、
飯
例

の
市
七
条

次
見
、

う
苫
町

よ 改
牧
白
成

則規
に
小
、
平

に

公

定

に

規
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の

こ

則

を

ら
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海

わ

る

北

か

す

か

布

おな

事

、

知

ず

道

北

雄

るは
良
睦

橋
屋
川

従

高

２

み
三 ４第

す

職
条

中

と
の
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員

員

る
職

般
局

一

３第 条

支
支
所
査
局
属

の

監
業
所

員
庁
庁
属
委
長
長
所

職

第

第

る
２

き
す

１

。
条

、
る
定

条

職
た
義

職
臨

）

員

こ
場
め
）
こ

時

旨

正
市
老 音

海

る
江
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北

す
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町
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町
条

市
更
道
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５
則

第
第
第
第
第
附
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１
２
３

第

次目
章
章
章
章
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１

例の

橋

前

海

。る

み

よ

る

に

は

道

海
北
北
・会

公

も
責
員
、

海
職
道

北
道
海

常
長

、
）
、
属

に
務
は
所

職

己
こ

な

自
び

適

に
及

快

に

境

全
程

環

安
規

場

の
の

の
属

成

保
づ

形

確
基

の

の

事
び
責
長

を
地
地
長
員
並

う

職
本
務
に
務
は

い
域
域

庁

こ

。
当
員
庁
局
支
）
、 規

支
当
長
、
長

の

該

部
長

支
出
事
び

程

庁
該
、
人
並

員
出

定

所
庁
納
委
に

に

の

る

区
所
長
会
先

め

管
の
局

区
び
務
関

事

域
管
及
事
機

お
必

規

任

の
に
、

の

的

を

に

職
方

程
け
要

程

用
地

規

務

、
職
事

お

員
公

は
る
な

の
を

て

び
員

労
員
項

い

及

安
安
定

、

非
法

働
及
る

の

勤
昭

全
全
め

次

常

生
び
も

各

職
和

衛
康
と

に

を
年

法
健
の

号

員
法

章

則
康
全
康
則

総
健
安
健
雑

づ
衛
管

総

第
く
生
理
第

則

１
り
管

－

条
計
理
第
条

－
画
体

第
等
制
条
第

４

－
）

条
第
第
第
条

）
５
６

査

道
員
監

）
－
）

条
条
条

員
全
委

職
安

報

海

衛
管
北

全
生
・

安
衛
員

規

会

理
程
議

管
規
道

生
理

に

及
き

９
海
成
北

程
平
・

る

な

康
れ

め

健
か

努

び
置

増
安

ば

持
括

れ

保
総

け

の

い

努
生

な

に
衛

ら

進
全

な

局
の

項

も
者
る
理

。

め
管

適

う
内
幌
長
長

を

い
域
札

お
科
地
び

切

。
に
医
、
並

て
学
労
こ

実

い
大
方
に

に

務
務
委
ら

し

勤
事
働
れ

施

る
長
会
準

所

す
局
員
に

、

員
選
務
る

職

職
、
事
ず

属

い
管
長
を

の

を
挙
局
者

員

確
る

げ

く
律

昭
を
す

掲

除

保
。

る

。
第

和 年
す

用

）

律
と

の

び
）

法
る

語

及
号

も

義

時
３

第
と

意

常
第

。
、

、

務
第

号
に

は

勤
条

下
適

該

服
項

以
快

当

に
２

な

各

す
に

第

法
職

号

る
規

業

北
北
北

北
企
年
道

）条

道

・
訓

道
海

道
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海

海

海 道
１

営

海
第

代
道
公

北
令

会
業

挙
）

監

選
号

企

表
議

部

理

委
議

理
全

管

査

管
の
委

第

員
長
者

員
を

。
生
る
衛

す
全

と
安
の
、

全

う
理
、
い

安

、者理管

事

び

員
会
。

及

。
委
議
う

局
長

を

務
局

康

事
務

健

会

場

に

こ
定

、
企

保

長
、

確

境

め

を
る

と
環

定

と
す

」
形

と

す
般

う
の

る

要
一

い
を

ろ

特
の

）
成

こ

る
職

。
進

よ

員
職

基
促

に

別
職

に

会
改

づ

笠

北
す

徳
神
小

・
正

永
戸
原

海
る
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号

孝
臣
一
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光
典
紘
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第

に

２

８

の

関
条

総
職
安

平

括
に
全

す

成

安
あ
衛
総
る

代の者理管
全
る
生
括
事

年

理
衛
者
管
安
項

７第 条

各
安
労

職
職
健
公
前
括総

の
診
災
号
全
働

員
員
康
務 害
に
衛
安

管括統を務
の

２
理
危
安
断

第

っ
６

す
的
れ

て
総

条

括

充
括

る
な
置

総
第

安
法
て
安

北
健
く
３

全
第
る
全

海
康
。
章

。
衛

道
管

２

３

健
理

衛

第

合
い

域
成

康

５

的
う
地
総
し
前
管

条

け
項
及

に
。
域
括
な
２
理

括
全
れ
の
び

知
取
）
総
安

ま
作
安
衛
ば
規
石

事
り
を

産
及
ら

は
海

業
び
な

北
第

道

医
健
い
２

職

そ
康
。
章

他
確

員

の
の

３

生
を
理
全
を

月

副
も
責
衛
分

管
っ
任
生
掌

日

者
充
）
理
る

理
て
者
管
す

金

は
て

者
た

曜

、
る

を
め

日

総
。

補
安

）

管

次

、
生

部

し
衛

務

佐
全

安括総、てしと者
長

総括
理

副生衛全

副
衛

険
全
の
の
掲
生
全

管

施
因
る
管
生

又
又
実
原
げ

則

健
衛
そ
の
も
理
規

は
は

他
査
の
）

康
生
の
調
の
者

障
の
康
び
か

和

害
た
健
及
ほ

昭

を
め
防
の
の
再
、

持
防
員

労

止
教
保
発
職

年

るす
る
の
増
止
の

働

す
育
た
実
進
対
安

省

。

全
管
第

管

康
に

安
生
条

生

項

者

く
る

衛
理
１

理

づ
係

セ
策

管
）
の

は

り
対

生
者

タ
企

体

定

地

ン
の

理

規

、 括

並
立

基

総

ー
画

制

に

域

び

総

全

に
及

く

安

び
案

づ

全
生
な
定
狩

支
推

括

衛

各

め
し
衛
委
ら
に
支

、
と
成

地

括
、
な
生
員
な
よ
庁

総

。
作
域

安
職
け
管
会
い
り

ば
者
調

成
に

全
員
れ
理
の

け

生
健
な
は
査

さ
お

衛
の

北
議

た
る

委
康
ら
、
審

れ

会
理
い
海
を

計
具

員
管
な

て

を
的

の
に
。
道
経

画
体

健
査
す

員
、

着
な

調
関

職

び

づ
づ

全
並

康
康

安
保

健
計

管
快

り
り

生
に

く
く

衛
職

等
の

に
な

画
画

理
適

計

者
境

等

る
環

立

わ
場

樹

携

全
任

総

安
責

法
形

が
の

）

の

管
置

長

生
を

部

衛
者

務 る

行

す

が

名

者
。

指

理
く

す

の

と

務

長

業

次

う

北

全

令

る

う

。く置を者理

の
に
た
に
及

第

め
施
の
策

措
関
め
関
び

措
る
生

）

置
す
の
す
衛

号

関

３

関
こ
置
こ
に

第

に
る

る
。
関
。
す

条

す
と
に
と

と

定

と

る

こ

規

こ

す

る

の

安

生

づ

。

基

と

。

に

。

こ

域
所

衛

理

地
を

全

管

庁
進 掌

生

者

者

安

狩
る

理

び

石
す

管

及

地
健

、

衛

庁
域

は

全

支
地

部

理

を
づ

務

管

域
康

総

生

。
セ

の

を

く
り

長

者

除
く

康
域

か
康

審
る

健
地

実
健

効
理

を
画

づ
に

つ
管

議
計
経

く
お

計
る

的
係

て
以

り
け

果
に

職

画
職

に
る

、
下

の

進
策

員
北

の
員

推
対

る
企

健
道

旨
健

す
の

の
海

管
員

踏
管

た
画

康
職

を
康

え
に

、
案

理
健

ま
理

め
立

こ
め

び
た

及
の

令
成

に
康

基
協

に
に

程
置

規
措

の
の

施
う

実
よ

て
る

い
す

づ
力

下

全

以

安

。

ち

海

）

理

。

管

じ

生

同

衛

道

安
の
け
所
り

険
な

よ

３

４

公

全
お
れ
属
、

括総く
各
管
そ
ば
長
解

前

２

生衛全安

職
職
公

者
第
安
の

進
表

者

又
１
全
指

第 条

職

指
法
は
に
管
揮
員
員
務

お
ー

あ

し

に
タ

に

揮

）
ン

を

の

る
そ

者

次

け
を

る

、

体
ぞ

も

業

具
れ

管

職
庁
職
職
職
公
そ
全安

関

道
及

員
舎
員
員
員
務
の

推

す
く

と
す

の
び

関
づ

る

計

も
計

合
進

る
り

と
る

総

を

な
所

策
画

に
画

的
を

施

３

総
と

地
作

健
掌

を
」

、

２

第

安

行

３
管

全
安
安
う

条

域
す
全

衛
全
全
。

地
理
安

め
す
努

総
る
衛
職
生
衛
衛

な
安
ば
の
れ
員
け
職
な
る

２

全

第

充

９

２

地
て

条

全
総
各
総
。

安
域

域
る

地

者
が
ら
、
し

理
れ
な
は
任

、
あ
な
安
た

報

全
と
。
管
き

安
る
い
全
と

、
任

生
め

者
解

衛
認

理
は

者
き

全
告

進
と

安
報

推
る

に号
は
、

生
に

又
は

衛
書

職、かほののもるげ掲

理
に
の
の
災

員
安
直

推
よ

の

れ
め
者
従
危
安
害

こ
定

、
を
の
原

ら
る
、
い
険
全

者
準
全
次
防
た
因

の
基
安

す
の
調

の
に
衛
の
止
め
の

り
推
務
る
教
査

業
よ
生
業

の
び

を
選
進
を
た
育
及

務

又
う
の
実
再

補
任
者
行
め

第
さ
る
は
。
措
施
発

助
す

第はくし若項１第条

災
他
理

条
せ
。
安

置
に
防

心
体
害
職
者

の
等
の
の
の

執
身
身
育
の
員
、

勤
の
心

全

及
務
の
の
・
防
の
安

務

に
全
衛

び
及
健
健
文
止
安

の
活
関
衛
生

作
び
康
康
化

業
保
保
動
す
生
推

業
作
の

者

境
環
持
持
及
る
に
進

環

と
す
等

等
境
増
増
び
こ
関

に
康
。
る
）

に
等
進
進
健

生

す
関
関
必
管

こ

関
に
に

の
理
管
管

括
。
生
員
管
生 者

者

全

理
安
者
理
理

安

管

生

）
衛
置
は
は

衛

者
全
を

理

に
。
所
安

管

生
く
、
、

を
理

は

す

長
管

者

関

属
全

庁

務

っ
、

支

業

も
者

、

る

庁
安

衛
括
支
括

地

を

て
衛

理
衛
域
衛

管
全
地
全

生
安

域
理

任
管
地
管

責
生
に
生

、
）
括
は

は
者
総
者

者
理

長

部

衛
庁

務

全
支

総

安
、

担
に

者
、

全
ち

進
り

職

生

安
か

者
そ

び
や

当
、

及
速

職
険

担
、

、
危

全
に

は
の

を
安

を
防

者
括

場
を

当
総

し
る

任
衛

視
す

選
全

巡
止

第

す関に全安の
、
た

し
生

設
め

た
管

。とこる

た

担

関
す
対

る

全

に
関
止

に

者

る
こ
に

め

当

す
る
策

く

、

と
。
す

置

は

こ
と
関

と

安

と

と

括

こ

こ

総

。

る

の
全

管

安

生

る

衛

す

全

。

全安くづ基に定規の２

す
す
要
理

と

者
担

理

理管

こ
教
ク

こ
る
る
な
レ

。

る

。
の
エ

。
と
と
育
リ

と
こ

に
関
ン

に
ョ
施
シ

実
ー

。

生

。
こ

と
る

こ
す
る
関
す

せ

る
理

職

わ

て
管

域

行

充

め

安

係

た

、

に

る

。
者

員 条

属

生

６

所

衛

第

、

全

る

等

項

長

者

２

を

進

第

長

推

員

管

号

す

を

各

と

庁

課

を
支

生

者
狩

厚

理
石

に

に

職

。
域

の

く
地

長

置

も

、

を

は

者

て

る

っ

あ

あ

備
に

と
理

っ

総

、
必

き
者

業
な

選
報

作
要

は
に

方
措

任
告

号

書
け

等
を

告
な

法
置

報
し

に
講
危
じ

に
れ

所

全

、

安

は

は

者

又

当

者

し若
別

理

が

管

長

生

属

衛

指

。と

推生衛全安はく

の

、

げ

場

し

掲

職

揮

に

る

を

ご

業

務

位

の

業

単

次

る

充

部

て

務

括

に

を

統

と

務

てっもを

。

）

る

長

て

次



が
域

産
れ
と
地

そ
こ

４

５

は
る
き
括

医
あ
で
総

業
が

者
る

３

、
と
る
安

健
衛
職
職
業
対
と

産
に
こ で

３
康
生
員
員
医
し
が

前

、
告
き

号
教
教
の
の
は
勧

２

に
育
育
健
健

第

め

な

る
産

条

業

。
業

基
業
健
作
作

い
産

は
診
環
の

医
法
準
医
康
業 境
管

とたし任解

）
第
によ
、
断

設
止

３

４
き

職
健
生
、
る
属

衛
備
す
所

め
は

員
員
康
管
作
た
長

職
い従に揮指
の
の
診
理
業

２
、
健
衛
断
者
方
に
、

第

又
２

ば

は
に
衛

条

ら
生

こ
定
生

な
衛

平

な
管
法
れ
め
管

成

い
理
第
ら
る
理

の
基
者

。
者

年

と
生

な
め
の
衛

少
認
も
全

も
き
る
理

と
と
す
管

く
る

１
直

、

月
、

は

毎
は
。
者 を

上
、

医

以
に

業

回
ち

産

康
康
前
し
る

職
員

選

、
職

健
関
情
障
項
、
。

掲
、
に

号
し

る
康
す
報
害
各
若

げ

こ
取
原
に
く

も
相
る
の
の

意

の
そ
と
扱
因
掲
は

の
談

に
調
る
見

ほ
の
。
い
の
げ 項

述

、
職

関
査
事
を

か
他

員
の

る
び
に
べ

職
員

す
及

と
発
い
又

の
健

こ
再
つ
、

健
康

の
実
維
に

条
り
次
の
の
理

管
す

１
師
業
施
持
関

第
医

の
う
を
び
理
る

項
の
務
及

う
の
関
と

規
ち
行
そ
に
こ

果
る

に
ら
。
結
す
。

定
か

く
す

基
と

づ
任

に
こ

基
選

書告報任解は

産
る

づ
。

か

業
。

く

や速、りよに

又
要
生

康
生
の
、
法
必
衛

た
施
生
は
な
管

障
の
実
衛

置
者

を
め
そ
推
衛
措
理

害

他
者
状
を
、

防
の
の
進
生

生

す
育
健
又
態
講
衛

止
教

衛
有
な
推

る
の
康
は
に
じ

め
施
理
生
害
け
進

た
実
管

お
ば
及

の
に
に
担
の
れ
者

行を務業の次
措
関
関
当

置
す
す
者
そ
な
び

。う

、
条
者
準
、

３

衛
第
の
に
衛

月

生
１
業
よ
生

推
項
務
り
推

日

進
若
を
選
進

者
し
補
任
者

金

等
く
助
す
又

曜

）
は
さ
る
は

日

第
せ
。
衛

）

る

生

任

２
に

者

の
め

当

条
た

担

障

と

巡
康

た

を
健

し

場
の

作
防

産

、
を

は

し
害

き

視

任

法
る

選

方
す

医

業
止

業

要

書

衛
必

告

は
め

報

又
た

止
、
、

康
の

。
防
て
は

生

た
要
生

理
持

の
必
衛

管
保

の
応
理

関
進

め
に
管

に
増

置
、
に

る
図

措
じ
者

す
を

関
属
し

と
た

に
所
対

こ
る 措

る
若
導

の

す
長
指

。
め

医

職

に

と
く
、

置

こ
し
し

総

を

域

康

地

健

、

の

は

員

生

た

衛

る

全

す

安

持

括

保

全安括総、に

理

の

管

め

告

者

措

報に者理管生衛

が
な
生

に
る
る
は
れ
ら
衛

と
と
少
あ
い
担

関
こ
こ
、

と

者

る
。
。
な
る
。
当

す 。

も
は

選

と

と
き

を

こ

く

と

１
ち

た

週
直

し

毎
、

任

員

選

上
職

は

以
、

き

回
に

定
こ

総

規
く

、

の
置

は

、

衛

づ
す

全

基
と

安

に
と

括

担

理

生
生

管

衛
衛

生

く
る

若
は

は

者
者

又

理
当

者

管

北

り

態
措

よ

状
な

に

し
、

安

ず

任

害
講

解

有
を

、

に
置

所
よ

務

に

２

３

お
る

し

の 主
を
長
、

業
害
属
り

作
災

る

全
く

す

安
し

関

。
は
若 す

。

管
言

と

生
助

こ

衛
は

理

第

２
３

第

を

く

条

置
総
総
は
作

条

括
主
法

括

く
括
括
総
業

総

関

別

に

が

置

精
精
。
精
精

。

定

と

に

こ

３

る

第

す

表
２
３

４

第

者

精
精

精
を

条

けなし

神
神
心
心
職
神
指

らなばれ
職
保
保
の
の
員
保
導

神精

を
康

告

場
健

報

職
の

任
保

り

し
を

よ

視
害

に

巡
障

書

２
３

、

、
防

第

指

括

は

揮
総
総
安

条

地３
域
括

し
括
括
全

地
総

全
総
総
産
地
、
産
産
衛

域

衛
長

生

は
属

衛

く
所

海

の

進
表

者

推
別

理

生
が

管

者
第

道

２

第

る

た
な

業
地

条

と
い
地

公

は

総
支
を
総

き
。
域

務
域

作
か

者
止
、
や

任
防
は
速

安
た
主
、

、
る
業
に

は
す

を
安

衛
に
者
括

全
め
任
総

理
な
任
衛

管
要
選
全

生
必

と
理

の
置
た
管

者
措
し
生

神
神

神
神
安
任
第

指
を

保
保

保
保
全
者

産
生

の

健
健

健
健
衛
）
条 定

業
間

業
業
管

規

産
医

産

連

は
は
者

に

医
の

医
医
理

総
前
対

づ

絡

、
、
に

基

）

安
第
勧

作

整

括
条
し

く

調

衛
項
し

主

関

全
３
告

業

に

、

員
健
健
健
健
の
健
し

す

の
は
又

の
医
医
康
康
心
医

談
育
健
、
は

精
は
は
相
教

地
次
に
そ
康
前
助

神
、
、

す

健
域
の
関
の
障
項
言

保

の
号
る

に
総
業
す
他
害
各

こ
員
原
に
こ

関
括
務
る
職

全
行
と
の
因
掲
と

す
安
を

で

業
衛
う
。
心
の
げ
が

る

き

）医健
務
生
。

の
調
る

域
第
業
業
生

を
管

健
査
事

医
医
管

括
業

安
医
総

、
、
者

全
）
括
条
は
は
理 対

生

業
２
総
第
に

衛

産
第

管

医
項
務
号
職
第
勧

理

、
各
部
条
し

項
し

に

業
に
員
２
告

者

産

し

間
げ
生
各
、

対

医
掲
厚

医業産括
勧

の
る
課
号
又
に
は

各項２第条前、は

産

括
庁
統
括

号
告

連
業
の

医

業
域
管
業

業

産
地
括
産

報

任

）
に
す
は

解

医
内
理
医

め
該

告

け
た
当

報

お
る
、

よ

業
支
庁

に

産
、
支

書

る
地
か

、

間
に
置

り

医
庁
に

を
う
は
に

揮
行
き
者

速

の

、

報
し

け

任
告

受
。
選
報 ば

作

に
れ

該

書
け

当

告
な

解
な

従

、
ら

に

り
な

業

よ

各
、

任
る

し
。

す

任
い

事

に
は

は

業

管
号
又

者

る

生
げ
見

所

を

者
掲
意

、

務

理
事
述

長

わ

医
る
を

属

行

が
に
る

選

る

の
項
べ

が

せ

師
い
と

す

め

ち
つ
こ

任

た

う
、
で

。

本

ら
て
が

る

、

か

康
及
項
る

に

任
必
き

庁

選

再
つ

わ
者

の
び
に
。

行
理

防
て

る
医

持
発
い

せ
が

保
の
必

め
の

進
止
、

た
師

増
め
に

支
ち

図
た
要

、
う

を
措
じ

に
ら

た
の
応

庁
か

る
に
所

神
任

の
置
、

精
選

め

掲
意

健
る

置
関
属

保
す

措

、

調
を
療
げ
見

し

絡
務
医

括
事
事
述

又

整
統
参
る
を

に
る

意

行
管
の
項
べ

は

を

を

、
す
に
つ
こ

見

い
理
職

た
る
て
が

述

並
る
あ
い
と

必
き

る

に
め
者
、
で

べ

び

と

域
本
も
要
る

こ

地
、
を

るげ掲に
が

総
庁
っ
に
。
応

要必、ていつに項事
た

や

連
域
れ

に
で

括
に
て

整
産
業

に

調
括
産

か

絡
総

も

括

び
医
を

総

並
業
医

、

庁
く
て

全

支
置
っ

安

に
を

職

る

管

域

て

生

地
。
充

衛 者

員

。

理

第

に

の

揮

解

指

は

の

き

へ

と

者

た

要
る

公

書

他

告

の

報

そ

任

じ

精

。
応

括

る
に
。

総

す
し

業

若

産

事

健

知

保

、

神

を

関
る
若

医
。

に
す
長

医

。
は

く

る
と
く

置

す
こ
し

充
じ

理管

。

生

と

衛

。

こ

る
知

る

業
括
て
、

き

産
総

び
医

若

及
業
。
事

。

医
産

総

医
く

は

業
置

く

産
を

し

し若長属所、じ応

を
。

報

安

く

し

及

告

全

な

び

け

衛

号

な

関

ば

に

れ

生

ら

す



平

支
支
公
支
前

成

庁
庁
務
庁
各

括総域地２
地
地
災
地
号

年

安
域
域
害
域
に

第

第

２
第

条

地
条

総
委

条

安
会
総
総
各

議

括
員

域

会
議３

括
全
の
括
括
支

）
総

故

安
衛
庶
安
安
庁

事に長
２
第

２
３
４

５
前

議
条

者
員
長

長

委
委
委
任
委
議

の
の
の
は
及
議
は

員
員
員

総

、
半
任
残
、
び
長
、

は 職
数
期
任
再
議
は

第 条 総

職
職
公
職
前
関
織

に
組

号
る

括

員
員
務
員
各
す
）

健
害
健
に
重

安

の
の
災
の

危

第

第

生

条

委
所

条

括

安
職
会
事
総

括

員
掌

総 衛
の
置
）
安

全
員
を
項

３

職
職
の
職
掲

月

員
員
原
員
げ

の
の
因
の
る

日

険
康
び
康
の

危
健
及
健
も

金

及
の
再
管
の

曜

び
保
発
理
ほ

日

健
持
防
に
か

）

障
進
に
す
支

康
増
止
関
、

を
図
す
計
地

害
を
関
る
庁

の次、は会員委生衛全

全
地

を
防
る
る
画
域

項事

衛
委
）
衛
衛
域

全
生
務
全

委
会

委
委
地

生
員

生
生
に

会
会

会
会
総

員
の

員
員
域 全

会
は

庶

安

の
議

の
）
括

員

、

生

は
委

は

衛

議
、

務

きとるあが

議
の

総

委

、
２

務

員

らあの長議、は

員
は
は
期
任
長
、
括

か

長

括
全

の
、
、
間
さ
代
総
安

る
）
安
衛

う
全
１
と
れ
理

海
と
る
こ

全
生

ち
北
年
す

生
員

ら
道
す
。
と

衛
委

か 事
労
。

で

管
会

知
庁
る

が

だ

る

者
代

が
働
た

き

理
を

も
し

名
合
し

。

を
表

指
組

要

全
る
推
委

っ
、

す
の
、

原
の
げ
事

衛

険
康
の
康
掲

委

防
害
因
保
る
項

生

を
障 防

び
増
の

員

止
を
及
持
も

を
ほ

は

る
止
再
進
の

会

す

議

め
る
防
図
か

、

た
す
発

め
対
た
職

長

の
た
止
る
、

の
の

び

本
の
策
め
員

及

基
全

な
本
安
基
危

委

と
基
で

員
及

生

委
全
。

衛

生
安
く

に

は

生

会

）
衛

員

会
び

委

項

項

事

事

る

の

す

次

関

、

と
関
員

止
た
こ
に
職

を

を

対

る
安

る
の
。
す
の

す
め

健

の
に

と
、

め
策

こ
全

た

害

に
る

障

策
す

康

対
関

。

こ

止

る
。

防

す
と

の

関
こ

北

に長属所、し議審査調

が
分

部

会
述
と

及

を見意

厚

く

集
１

員

置

招
の

職

を

に

。
の

課

る
上

生

。

す
以

理

っ

処

も

て

を

い

席

お

出

委るす名指めじ

成

す

て

会
を

立

る

務職のそが員

て
を

に
が

充
務

。
薦
員

て

き
た

。
理

づ
け

る
総

基
欠 お

す
に

。

名
合

る

指
場

す

本
険

員

の欠補る
。
け

る

る
と
全

べ
な
及
と
の

衛
る
止

を

き
る
び
な
防

人

健

っ

策
き
生
べ
、

も

対
べ

関
策
係
対
康

て

に
対
に
き

も
に
害

織

す
に
る
策
障

組

防

る

こ
す
の
関
の

す

る
関

。
こ
関
る
止

。

と
る
に
す

総

調

。
る
と
び

と
す
こ
及

査

、

調

し

に

議

的

審

合

査

た

見

る

意

す

に

議

事

審

知

康健

。

び

本

べ

、

述

め

を

海

増持保の

道

２
３
４

第

を置
健
健
総

条

公

すとのもるべ

く
康
康
括

。る

す

。

管
職
。
管
管
安

康健

安
委

生

関
設

生

５

６

。る

委
安
す
け

第

るす理代
員
全
る
る
全
員

全安４。

４

の員委

衛
会
衛
事
よ
衛
会

第
務
る

３

、は期任

部
も

る
第
条
職
の

公
職
前
こ

。
健

務
員
各
と
条
第
員
と

２
進増持保

。

の

と

康

こ
第

４

の

等

職
安

条

域
催
全

員
全
職
職

地
開
安

庁

る
総
状
衛
法
を
衛
員
員

全

る

安

す

括

と

総

の

に

も

第
い
、
。

お
と
る

３衛

。

て
前

進に

審
衛

員

理
理
全

関
条
、
条

健

査
査
生

の

審

報

運
者

管

は
の
理

康

会
会
管

関

括
に
、

に

総
営
は

理

、

し

安
関
第

必

全
し

審理
な

生
要
第

要

衛
必
条

医

管
な
２

）会査
章

に
努
管
開

等
生
項
う
生
等

康

催
員
つ
め
理
催
健

開
委

け
は
況
管

状
会
い
な
者
状

報
置
職
れ
、
報
理

況
を
て の

な
項
書

告
か
員
ば
前
告

規
よ

に
い
意
ら
に
に

書
な

り
織
を
い
定
り

よ
組
見
な

会員委生
総
に
聴
。
す
総
る
括

衛全安、は長議の

号
。
か
１
厚
す

生
括
あ
く

。

害
健
に

ら
項
生
る

災
の

」

の
康
掲

第
中
課

原
管
げ も

ま
括
あ

因
理
る

条
総
と

全
の

び
関
の

で
安
る

及
に

発
る
ほ

規
衛
は

再
す
の

の

防
計
か

定
生

職

、
理
員

止
画
、

は
管
職

の
の

関
関
員

安
者
の

に
に

す
委
危
健

括
況
生
第
有
生

安
報
委

及
の

全
告
員
条
る
員
険
康

場
は
び
保

衛
書
会
に
職
会

よ

定
に
、
健
持

生
に
）
規

障
進

員
り

す
置
次
康
増

委

安
。
事
害
を

会
総

る
く
の

防
る

議
安

全

項
を
図

の
括

は
衛

生

調
止
た

長
全

衛

を

す
か
第
中

、
生

委

査
す
め

る
ら

１
部

と
条
第
務

こ
前
条
総

規

厚

の
中
員

で
項
職

。
ま

と

、
安
」

は
括
課

定
総
生

に

学

理
事
項

域
衛
あ

地
全

は
、
定

専

又
は
規

的

者
項

健

項

括
括
る

事

総
総
す

門

医
衛
管

協

業
全
康

を

産
安

分

る

指
管
区

す

が
生
理

議 た

名
理

第

、

る
が
決

め

す
者
の

全
て
め

を
全

安
っ
た

場
安

生
、
安

け
生

衛
は
の

設
衛

理
全
衛

と
理

管
安
全

た
管

に
生
委

は
に

者
衛
生

き
者

告
理
会

そ
告

報
管
員

、
報

な
は
準

旨
な

し
者
に

の
し

会の会員委
け
、
じ

及
け
び
れ

、度都の催開の議

す
す
の

全
」
安

そ
れ
職
た

全

生
あ
衛

る
る
安

衛
と
全

の
に

と
と
、

委
る
生

こ
こ

に

す

康

会
は
関

。
。
健

員

障

衛
務

の

い
全
事

害

つ
安
る

及

用
管
分

止

準
生
を

防

て

る
の

健

る
者
す

び

す
理
掌

議
理

会

議
た
対

会
管

員

審

、

、
の
に

の
者

は

し
め
策

策
す

催
報

所

所
対
関

開
に

都
し

長

長
に
る

の
告

属

属

長

意
す
と

度
な

を

に
関
こ

を
こ

そ
れ

と

見
る
。

、
け

べ
。

開
な

る

述
と

の
ば

す

総
生
る

状
な

場

る

催
ら

職

全
者

安
理
は

括
管
の 務

委
あ
総

生
と
庁

衛
」
支

つ

務

に
は
総

会
の
部

員
る

定

準
総
と

て
域
」

い
地
課

道

者
別

に

を
に
及

康

っ
め
第

健

も
定
び

管

て
る

号

査

す

３

審

織

第

理

組
。
条

会

る

項

の
全

談
な

ば
員
安

懇
ば

。

全
生

内
な

ら
安
衛

の
ら

な
び
談

を
。

い
及
懇

容
い

な
に
を

衛

生
場

全

衛
の

安

。

る

衛全安を況状催開の

の
、
等

の

こ
と
課

康

。
」

と

持

場
第
」

保 増

合 い

替

に

お
中
み

進

に
条
読

関

の

況
い

の

も

、

す

て
総
え

る

全

常

す

安

ち

と

を
。

う

。

衛

時

生

み

用
括
読

会

上

員

以

委

人

生
る

。
衛
え

る
全
替

す
安

合
者
と

場
理
の

の
管
も

こ に
」
す



第

４
通

条

安
る
管
職

括
す
康

総
知
健

２

３

衛
の
区
が

全
も
理
員

第

康
の
判

健

理

診
職
定
所
産
所
者

条

医
長
報

断
員
し
属
業
属
に

所
は
と
は
告

産
の
の
、
長

果
表
属
、
協
、
し

業
結
別

医

第

第

な

断

等

措
健

条

」
健

条

に
管

つ
康

と
康

置
康

に
健

断
属
つ
理

い
診
職
い
診
所

区

号各項前２
て
断
員
う

に
は
の
は
。
の
長
い

間
人
時

海
結
特
生
人
婦
臨

健
健
習
ド
科
健

外
核
別
活

派遣
康
康
慣
ッ
健
康

定般一 期

第

の
括
る

条

定
全
の
康

採

規
安
も
健

平

に
衛
と
診
総
用

成

よ
生
す
断
括
時

る
管
る
の
安
健

年

変
か

管
す
の
１

生
と
分
、 上

は

）
以

者
。
更
月

理
る

養

れ

療

さ

期

定

長

決

の

、

長
産
議
前
な

康

に

健

後

た

基
４
及
業
し
項
け

、
に
第

ば

括
づ
に
び
医
て
の
れ

総

健
定
な

産
き
定
総
等
、
規

安
判
康
に
ら

業
、
め
括
の

の
区
全
定
管
よ
な

医
そ
る

。

は
職
分
衛
を
理
り
い

又

案
分
康

総
員
に
生
勘
区
健

職
る
理
す
を
管

括
の
よ
管

定
区

神
務
健
者
る
決
理

精

）
結
は
て
分

保
内
康
に
と

診
前
を
果
、
、
の

、
受
、

定

括
義
条
受
に
職
医
決

総

の
の
等

安
務
の
け
つ
員
師

け
て
健
意
）

全
）
規
な
い

診
を

生

に
れ
の
康
見

衛

定

理

り
な
師
断
聴

管

よ
ば
医

な
ら
結
な

者

総
ら
か
の
か

げ掲
別

安
い
の
果
け

が

括

目項査検の断診康健る

ク
康
診

、
に

全
。
意
に
れ

断
断
健
健
診
断

健
診
診
病 断

断

断

診
診

診

康
康
断

康

健
理
。
実
全
康

断診康健

３

康
者

施
衛
診

月

管
が

）
生
断

理
必

管

日

区
要

理

分
が

者

金

の
あ

は

曜

変
る

、

日

更
と

次

）

る

定
る

げ

決
め

掲

の
認

に

分

復

区

に

理

場

管

職

に
と

断

と

診

う

康

よ

健

し

を

帰

併

、

と

き

果

と

結

る

の

す

も
る
を

健
容
管
通
と
す
分

勤
区
す
に
。
決

産
、
理
知 。

要

し

医
務
分
る
必

定

業
の
下
度
下

応

と

以
強
以

に

た

等

じ

き

業
関
康

総

、

産
に
健

て

は

等
る
理

産

ち

医
す
管

括

直

と
料
分

医

、

」
資
区

業

に

め

生

聴
づ
な

定

衛

見
基
ば

。

理

）
、
な

る

管

取
き
ら

施

員

実

職

が

該
。

者

当
い

診

保

康

を

健

康

る

健

す

の

に施実他のそ法方施実

康

際
き

健

具

断

持

るす関

康

を

職
健

断

、
、

診

し
は

ら
審

す

か
理

施

等
管

実

員 が
会

出
の

申
会

。

の
査

る

あ
議

北

該

未

当

月

て

か

せ

１

っ
を

２

に

療

員

の

職

満

第

よ

と

り
所
も

条

」

又

総

所
地
長
、

、
属
に

い

総

安

う
参
と

は

括

い
を

。

精

衛

）
に
う

括

全

。
考

を

保

管

、
、
）

神

生

は
し
健
そ 第

第

職
る

が

員
等
長

条

あ
療

条

、
康
療

健

る
養

は
健
期

保

す

指
総
と
等
第

め

下

た

以

る

２診

要

康

必

健

に

に

に
切
所
医

染

の

員
適

業

な的体
つ
な
属
そ
伝
の
心

理処務事 第 条

４

総
い
事
長
の
染
お
臓
か

と
変
更

を
に
康
り
後

と
更
を
所
健
よ
事

管
総
措

属所３
も
を
行
属

し
と
催
た
開

長
に
決
う
長

き

海

総
す
他
議
の
協
そ
て

道

願
所
時
こ

養
は
更

た
る

２

後
勤

公

提
長
に
と

に
務
を
属
点
と

長
総
、
養

属
域
は
療

職
条

に
始

、
安
項
開

は
括
前
を

が
生
定
た

員
衛
規
し

職
全

職
ら

病
理
る
か

疾
管
す
日

め
報
の
か

た
に
員
３

の
者

そ
の
養

１
告
療
月

導
括
認
の

復
の

）
安
め
義
条
の
回
者

）
１
示
に
報

全
ら
務
第
指

め
等

生
る

項
並
努
告

衛
れ

理
員

び
に
な
）

管
職

及
び

及
対

条
師
れ

者
に

前
医
け

所
、

規
び
な

び
し

の
及
ば

長
師

に
健
な

属
医

定
保
ら

腎
っ

て
後
は
他
性
そ
、
か

患
が
臓
た

、
措
、
専
疾
れ

項
の
の
高
、
者

そ
置
前
門

等

健
執
の
医
患
い
肺

の
を

の
又
認
の

康
ら
事
師
者
と

理
け
措
意
は
め
疾

管
な
後

染
れ
で

区
れ
置
見
伝
ら
病

な
実
聴
性
る
あ

分
ば
の
を

安括
応
ら
施
い
疾
者
っ

に
属所び及者理管生衛全

理
括
置

長
じ
な
に
た
患

て

し
き
、
区
安
）

、
定
と
は 康

変
衛

業
な
は
健
分
全

産

管

等
れ
健
管
更
生

医
け
、

な
管
区
定
理

の
ば
康
理
決

の
知
に

定
ら
理
分
通
者

判

告

び
い
査
変
書
報

及
な
審

た
に
を
よ
し

意
。
会
更
に

の分区理管康健、は
見
の
を
だ
判
決
り
な

願更変

し
、
い
る

場
件
出
は
お
す

復
の
な
職
て
。

に
等

報

し
更
れ
が
健

帰
変
け
員
、

う
希
な
病
管

よ
を
ば
疾
康

す
す
な
た
区

と
望
ら
の
理

場
と
。
１
を

る
る
い
め
分

養
ご

で
は

月
表

合
き

か
別

以
け
経
に

月
な
の
と

か
し

長
期

の
ば
を
長

上
れ
過
、

を
な
療
養

養
ら
期
療

療
な

経
過

る
。
者
経

す
い
養
者

、

録
書

は

記
告

き

過
報

と

、
び

る
の
。

は
及

よ
師
い

措
指

康
健

後
養

健
保

事
療

の
よ

等
及

断
に

置
導

診
師

す
健

果
保

関
保

結
る

に
び

に
導

指
導

特
指

る
指

、
健

の

、

康
行

及
従

健
を

示
に

別
。
た
、
病

労

、
い
当
後

第

、
務
体

の

表

り
業
原

働

の

に
就
保

め

４

次
に
の

た

後

げ
こ
者

勢

事

掲
く
有

病

置

職
を
あ

著

措

る
と
で

が

基

に
止
職

く

の

員
禁
る

し

管康健、は
準

つ
す
員

増

の

悪

び及定決の分区理

聴
し
定
定
職
け

変
欄

い
る

求
た
に
ば

取
、
を
し
員
れ

知
ら

、
神
め
と
通
な

し
精

務
び
も
は
す
な

勤
及
る
き

と
変
と
。

条
行
の
、
る
い

る
後
も

等
の
す
更
と

件
動 等

健
、

十
害
。
の
に

を
障

っあが出提
勘
に

康
健

分

管
康

医業産、はきとた

所

上
４

あ
、

以
第

等
案
係

分

主
長

療
区

て
属

の
の

っ
師

す
よ

医
医

を
に

治
に

養

ら
の

る
る

か 務
書

は

勤
断

き
１

の
診

と

関
添

療
休

に
を

、
要

第

す
付

養
業

地

療

ド
り

期

ー
よ

長

カ
に

す
括

報

録
総

者

記
域

養

に

う

び
い

に

と
全

書

る
安

告

養

持
の

健
療

保
も

保
、

の
る

を
に

努
す

導
等

に
と

指 た
す

必

け
念

る
。

受
専

め

は
と
ち

る

に

て
こ
う

す

要

あ
で
他

そ

め

、
が
、

お

定

か
る
職

の

基

ら
き
の

れ

る 従

め

に

る

に

じ
。
員

あ

準
を定決の更

、い

産

感

も

区
理

し
る

理
管

職たけ受

康
管

及
分

健
康

分
区

て
健

更
報

理
区

変
更

管
理

び
変

の
変

由
書

分
の

理
告

区
分

・

るせさけ受を談面の

る
し

期

示
健

が
医

指
、

間
要

が
康

１
療

あ
管

か
）

号

達
更

と
区

に
変

る
理

月
に

き
分
又
変

し
す



第

第

を

条

交
臨

条

健

平

康

付
時

成

管
総
す
的
臨

該当。いな
理
括
る
任
時

年

業
手
安
も
用
的

第

３

４
医

記
あ

条

員
に
て
密

産
に
職
録
っ
秘

員

医
付
の
つ
は
の
職

業
送

保

なばれけな
は
し
健
い

２
ら
、
な
康
て
年
持
の

第

集

２
を
要

、
所

条

康

保
属

産
審
な

健
第

情
職
管
長

業
査
措
５

報
員

は

医
し
置
章

等
、
を

は
必
講

の
の
開
、

第

が
外

２
し

さ
因

勤

条

な
総
れ
把
過
所
間
時

け
括
た
握
重

時
務

を
働
属
を
間

れ
安
も
等
労

衛
に
実
に
長
２
数

ば
全
の

な
第

３
衛

理

条

者
所

管
２
に
亡

生
前
者
死 報

長

者
の
告
の
属

理
項
報

に
規
し

３

帳
全
の
職
任

月

）
衛
と
員
用

生
す
の
職

日

理
。
全
及

管
る
安
員

金

者

及
び

曜

は

び
非

日

、

健
常

）

の

の

確
員

員

の
職

職

康
勤

なくなし事従に務

健

保

）
健

、

康

）
安

も後たっ

れ
報
、
）

康

職
け
情
は
間

れ
存

理

が
ば
、
こ
保

管

員

務

動
ら
全
を
し

業

異
な
安

い
生
年
け

に

等
な
衛
５
な

員

ば

事

よ
。
委
間
れ

従

に り 出

等
別
ら

る

転

会
特
な

す

い

員

。いな
し

の
健
な

職

要
じ
雑
取
健
示
別

た

議
康

定

前
が
な
則
扱
康
を
に

、

）
報
む
め

項
あ
け

い
情
含

職

報
と
ば

の
。
る

の
る
れ

め
ら

扱
、
員

告
認
な

取
）

に
用
健

受
た
な

い
使
の

を

情

た
合
。

際
等
康

け
場
い

に

合
、

て
処
報

場
は

し
の

つ
施
よ
は
か
を

は
職

は
理

な
管
い
し
る
、
月
報

ら
生

続
し

い
理
て
、
健
過
連
告

障
労
し
な

。
者
、
再
康
重

、
神
防
害
働
て
け

は
精
発

よ
え
ば

前
保
止
の
に
超
れ

医
び
止
る
た
な

項
健
及
防

合
な

規
又
発
）
健
場
ら

の に
産
予

障
は
い

定
は
生

康

定
な
告
は

よ
業
防

害
、
。

よ
れ
）
職

告
に
け
等
、

報

死

け
報
な

が

な
り
ば

員

し
受
い

し

ば
を
な

亡

れ
告
ら

地

き

な
た

と

ら
け
。

た

な

識

及

意

全

総

、

。
域

は

い

資

確

に

の

揚

康

高

健

の

び

、

て

め

い

た

つ

る

に

す

保

職

は

北

。

は

員

、

。るすと様同

は

、

職

合

録
断

、

場

事
診 線

知

保

の
射

上

、

そ
放

務

る

員
務

得

す

職
業

り

管

他
事

密

康

安
従

秘

健

の
に

た

を

び
る

他

報

及
す

を

情

全

る

、
員

、
は
係

当

健
職

に

扱

該
び

人
業
取

当
及

個
産

準

員
属

報
等
基

職
所

情
医

よ

健
と

保
は
に

の
長

の
又

、

診
面

に
健
り

康
の

護
保

康

デ
を

意
が
健

断
談

留
師

報

タ
施

る
う
情

ー
実

す
行

業

り
医
に

を
産

等
し

こ
も

等

告
に
め

止
医

報
等
努

防
対

受
り
け

る
に

を
よ
な

す
、

た
囲
ば

め
し

け
周
れ

た
当

の
職
ら

職
該

も
の
な

、
る

う
に
い

の
す

の
員
な

員 の
員

死
し

月
職

ち
対
。

１

衛

報

全

者

安

亡

括

死

亡
て

は

り

者

よ

理

に

管

書

生

告

く

衛

な

全

滞

安

遅

括

、

総

康

定

健

に

に

別

海

帳手

。

理

る

管

め

道

職

公

限

し

転

管
に

ら

該

康
員

漏

の

関
。

は

先

に
る

て

出

理

業

る
に

ら

産

す
）

な
第表別 ３

よ
健

と
と
取

に
、

と
の
の

健
管

、
る
い

り
康

し
す
扱 わ

状
上

の

行

康
理

そ
。
を

態
必

収

第表別

職

２

外
名

種
接

間
氏

の
面

時
の

自
修

務
び

が
研

勤
及

類
、

と
要

間
間

殺
、

時
時

表別

事

林

第

業

１

全

者

安

理

括

管

総

生

業

又

管

告

生

報

衛

に

第

括

こ

安

の

条

訓

委

附

以

以

人

人

）
こ
衛

令

任

全

上

上

報

業産

員

未人

医

以

以

以

以

第

人

人

人

人

人

以

）係関条

上

上

上

上

上

人

人

未

未

未

未

人

人

人

人

人未

以

以

第

満

上

上

者理管

員

）
生

係
衛
関条

、衛

未

未

推

人

人

生

種

第

は建

）
管
係
全

業

関
安

別

設

条
者

時

時

時

理

常

常

常

常

時

全

未

以

以

安

使

人

人

人

、 衛

用

満

上

上

は

人

生

職

則

者

成

令
理

平

訓
管

、

の
生

に定
が

１

も
定

月

る
に

４

め
別

年

か

ら

ほ
。

か

の
る

日

の
め

１

２

任

産

選

数

の

満

、

施

準

人

人

基

第

業

人

２

３

４

５

６

満

満

満

満

上

以

以

以

以

以

人

人

人

人

及

数

者

満

満

進

上

上

上

上

当

管

人

担

生

１

生

衛

衛び

衛

選の

者

－

－

上

者

理

以

員

未

推

準

推

人

基

生

１

任

全

全

安

安

び及者

数

満

進 の者

者

当

理

担

管

－

－

１

基

進

－

１

－

任

全

選

安
推

全安

。

の

る

員

す

職

行

衛

以

関に理管の生衛び及

以 上

上

号

医

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

人

生

１

衛者

－

上

－

進

以

生
者

準

者

上

－

－

当

以

担

必し

者当担

１

－

－

全安

総、は項事な要



要２

要１

要２

要１

表別

区

平

４第

分

１

成

第

就

要

年

師
察

は
医
観

察観要意注
と要必
な
よ
要

要
に
を

必

療医要意注

、
い
る
す

し

要
よ
行
る

勤

観

必
に
療
す

に

を

務
と
る
為
。

務

察

勤 注
、
接
必

注

要

に
し
直
を

師

必
は
医

察観要業軽

す

し
な
よ

務
と
要
に

勤
要
必

療医要業軽

軽
、
い
る

の

要
よ
行
る

療
す

必
に
療
す

為
。

務
と
る
為
。

行
る

勤

必

軽
、
接
必

を

の
し
直
を

労

条

休

３

、

指

月

第

導

業

日

医

要

療

条
健
、

医

金

第

判

曜

定

療

日

条
康

）

あ
る

係

勤
が
よ

関

内

要
に

る

休
、
接

を
り
直

管
）

務

等
及
導

査
指

、
過
。

が
経

発再
。

・
う

病
行

発
を

び
過経。るす限制療治
防

る

意
医
の
要

意
を
止
察観

な

制
よ
す

。

を
師
医
と

を

。

夜

査
指

深
限
り
る

深

検
等

勤
る
切

勤

及
導

夜
す
適

医
治

、

発
を

務
。
な

務

び

間

・
う

時
療
療

時

病
行

、

発

外
関
受

外

再
。

間
機
を

過

減
治
が
経

防

勤
の
け

勤

る
う
い
切

暇
つ
を

を
療
、 深

せ

勤
。
。
な

職
等
、
さ

の
方
夜
な

務
以
医
治

務
の

機
を

変
法
勤
い

で
下
療
療

深
じ
関
受

更
に
務
。

、
同

時
過

夜
。
の
け

、
よ
、
経

務
勤
間
観

勤
）
あ
さ

勤
り

務
及
っ
せ

外
察

以間時務勤の規正

医
の
要

外
以
び
せ
る

場
務

か
の
い

と

を
師
医
と

要

減

あ
受

職

。
つ
午

の
を

暇
じ

う

深
５
。

日

っ
け

務

）
、
前

変

の
夜
時
以

単

せ
さ

の

等

等
る

更

方
勤
ま
下

位

ん
せ

じ

も

に
よ

、

法
務
で
同

の

。

よ
う

勤

に

の に

を

）

り
に

務

よ
午
間

の

む
医
の

除

、

適
す

場

り
後

休
休
な

は
要

理

必
師
医

容

の
間

暇
職
期

区

事

務

分

措

単
法
勤

日
方
、

後

も
り
せ

置

の
よ
さ

位
に

北

な要必めたの

の

の
、
な

検のめたるす

の

及
っ
せ

及

止

務
あ
さ

務

め

出
ん
よ

出

た

び
せ
る

び

要

を
に
に

を

必

張
等
う

張

イ

す

外
出
ん
よ

所
を
勤
を

調

減
及
る

の
張
等
う

の
軽
務

す

更
し
び
た

も
を
に
に

変

せ
り
る

、
、
出
め

の
さ
よ

１

い
な
適
。

休
か
張
の

を
の
平

入

ア

次けおに間時の と
成

札
労
に
働
調

お

お

切
る

所

勤
。

間

な
。

の

務
時
け

く

時

軽
ら
勤

以

外

治

変

を
か
る

務

行

、

減
翌
務

下

勤

療

更

、

為

休
同
し
日
を

海北 告道

３

示

る
の
医

基

限
養
。

に
療
い

。
た
療

海

又
必
関

）
め
機

準

道 公

横
約
約

ズ
付
イサ
匁

２

糸

／
×
番

枚

手
糸縦

３

手番

達
タ

単
単

調

す
オ
素
糸

達

る
ル

使

品
ン

ッ
る

物
ハ
材
い

セ
す

チ
綿
パ
会

品

等
カ

員

ト
物

イ
社

等

の

の

仕

ル
が 本

定

等

糸
日

％

予

様

数
ハルオタ、おな

量

番
国

リ

手
内

ポはチカン

調

達
オ

り
年

付
力
達
調
タ

一
３

す

価
る
ハ

般
月

る
査
単
す
ル

事
１

競

約
品
カ

争
日

項
年
契
物
ン

す
の
２

札

調
）
等
チ

入

目 査

下

償
物
称
組

以

報
る
名
枚

品
品

及

札

入
の

シ

入

購
等

び

第

平

号

察観常

告

よて
る
観
な

よ
過
し

要不

平

く
治
察
い

報

を

平

て
必
師
察

察観要常

常
く
な
よ
要

常

平
よ
要
に

％

造
糸
製
単
で
糸

％３
糸

品
績
等
紡
同

築
た

都
し と る

製
す

に袋ンレチエ

産
以

国
。

シ

）
下

ンペプーャシ、

及

プ

と

係
称

ー

」

に
名

ャ

。

約
数

ン

う

契
び

ペ

い

る

）

量

シ ッ

施

契

セ

実

価

の

を

単

ル

知

。

道

る

海

）

ト

す

北

約

経
と

び
要

及
必
療
を
。

事

示

に
、
い
る
す

に
に師医、

、
過
。

務

勤
治
が
経
る

勤

し
は
医
観

し

務
療

第

績紡本
）

日
。

は
じ
又
同

入に袋しのはル

会会協

みるは橋高

。るれ

号



３
４
納
入

格

平

札
平
を
北

成

入
に
成
有
海
す
道

約契２

参

年

期
場
加
年
る
が

シ

２
ポ
ャ

イ

ヒ
フ
ヨ

達
フ

調

調
フ
な
調

す
ェ
ニ

達
ェ
お
達

労
ア
働
調
力
達

シ

調

そ

ャ

密
加
柄
染

３

す
北
こ
行

月

所
る
海
と
う

者
道
。
指

日

北
必
示

競

に
告

名

金

海
要
第

争

曜

入

道
な

日

総
資
号

札

）

画

平

す

企

は

関

合
格
又

に

日の結締約契間
部

成

る指

らか
統
平

組
エ
プ
芯

ィ
シ
か
枚
リ
ー

の
チ
ペ
を

ラ
エ
ら

使

イナ
ま
品
レ
ン
袋
ル
す

・
バ
で
目
ン
シ
用 る

ソ

の
に

ロ
目
い
仕

物

リ
ク
品
つ
の

は
は

し

ド
ワ
か
て
様

と

ッ

そ

品
ル
１
、
、

、

」
ー
ら

シココロ

の

番
」
種
１
入

ノ

品
類
枚
札

品」スイォヴ 番

他

る
イ
ナ

フ
る

物
ス
リ

セ

す
イ
、
す

物
タ
ェ
物

品
タ
ッ

ッ

る
ス

の
ル

品
オ
イ
品

等
オ
チ

ト

等
ル
ス
等
オ
予

様

オ

の
及
タ
の

仕

ク

数

レ

称
シ
ル
定

等

ー

名
び

番

プ
リ

品

ー
ポ
量

」

ャ
は

ペ
エ
ン
チ

を

他

プ

２
価

芯

の

ー

査
単

調
）

用
ン

目
約

使
ペ

年
契

シ

国
ポ

報
る

る

定

ル

査
す

す と

団
受
産
リ

償
物

物

財
を

チ

購
等

し

法
け
で
エ

品
品

日
こ
る
レ

入
の

、

人
る
あ

係
称

の

本
と
こ
ン

に
名

そ

度
工

色

他

環
。
と
袋

ロ

草
山

さ
メ
し

お
耳
無

、
巻

に

本
ー

木
桃

本
）

込
ヘ

る
色

打
、

よ
黄

総

手
及

み
ム

道

止

海

停

課

北

を

計

年

名

号

な

５

い

第

て

示

れ

告

さ

す

。

定

と

規

こ

に

い

北

成 月３年

番
を
ず
説

る

でま日

調
つ
明

－

の仕

達
分
書

様

－
す
割
に

等

る
し
よ

日

は

商

札

日

取
。

織

入

。
て
る

工

う

株

明

商

扱

工

説

織

り

社

よ

式

と

会

に

株

こ

式

書

会

と

－

社

す

る

会式株工商織日 社

シ
レ
ル
ン
の
袋
セ
に プ

ウ

ー

ド

ャ

ス

ト
シ

ッ
、

青

はル

社

シ

会

ン

式

ペ

株

協

仕

契
び

の

境

。
の

る
及

の

は

量

様

会

様

約
数

仕 は

、

単
等

説

約
札

漂

札

契
入

無

入

価

に

書

オ

書

明

タ

明

）
説

白

る

る

よ

」

よ

に

ル

り

め
え

本
吊

染
び

エ

。

イ

ん

間

染

チ

械
ゅ

ン

機
じ 同は

）
又

可
）

不
色

）

め

の品物

色系

海

資の入購

道

問

等
る

公

入
わ
な
相
。

る

白

。
札
札
ず
お
当
）

入

色青

。

色 札
札
提
提

開
に

入
入

そ

号

に袋し

色

の

札

申
参

掲

要

。るれ入
９
入
郵
郵
落
北
項
札
契

１
入

海

札
便
便
札

の

約

コ

。

道

保
等
等
者

規
有
書

７

８

認の）クーマ

札

札
入
入

開
開

入

ア
イ

入

５

６

執

１
同

市
説

約
幌
札
交
交

契
札
入

に
消
当
を

書
、
、
額
。

条

記
費
該
加

報

税
た

す
等
費
し

載
税
消
算

額
相
相
計

金
き
等
合

る
抜

は
に

、
額
額
額

は
当
当
金

消
消る係に額金

費
単
、
１

税
価
当
円

方地び及税費

希

る

の
の

込
加
出
出

げ
消

者

札
に

の
望
期
場

入
時

書

び
い

出
は
限
所
他

及
お

提

２

に
平
５

の
、

次

こ
て

、

同

告
に

よ
成
に

公
規

り

す

定
４
。

定
定

所
年
じ

に

に
又
の

定
効
作

る

の
月

め

務

金
よ
は
決

に
な
成

財

証

札
要

規

は
る
電
定

よ
入
の

法

定
に
否

則

、
入
報
方

り

免
札
に

和

す

る

た
る

昭

除

よ

め
限

る

入

予
。 た

北

は

価
し

年

。

札

定
）

道

認

者

海

、

格

行
札
札
の

札
札

規

め

単
を

保

所

平
同

証

場
場
日

場
日

の 及
所
時
成

所
時
金

び日

年 ６

同
同

幌

月

に
に

時
札

４

央

。
。

中

日

じ
じ

市

を
央
書

項
中
明
付
付

区

火

所
間

す
北
交

示
区
の
場
期

札
平

西
関

所
条
に

場
３
付

丁
る
幌
成

７
す
目
事
市

未

海

区
月

北

央
３

項
中
年

記
金
の

に
を
代
満

等
）
該

が

課
す
請
数

る
載
の
端

係
と
と
る

事
こ
の
あ

税
る
求 加

は

で

に
き

者
。
き
と

業 る

算
、

あ

第

税費
か

す
そ

下以
免

る
の

いと」等税費消
札
格

札
日

入
資

入
２

る
う

を

申 を

す
し

書
）

関
有

込
金

に
の

規

件
者

に

条
い

１

る
な

し
入

る

反
た

す

違
し

定

に

札

則

な

価
落

、

約

た
札

契

。

の
者

第

い

）
。

以
の
る

。
限
す

号
制
と

囲
下
範

」
の
則
低
規
最
務
で
財
内

条

前
前

３

午
午

北

）

と
価

７

時
時

西

９
９

丁 館別庁道海北目

分
分

道

北
４

企

西
ら

合

条
か

総

３
日

計

日

統

目
２

部

丁
月

画

７

端

企合総道海
で

課

北
ま

税

も

事

の
数

者

す
額

業

と
金

で

る
を

号

あ

切

か

費
捨

る

消
り

を

税
て

札
財

ご

入
い扱取の）。

出

無
則

提

、
規

に

は
務

と す

効
第

る

と

い
格

。

。

と

各
る

こ

す
条

う
を
第
）
）
価
。
単 も

議会号１階９

第
てっ

条

課計統部画

室



３

点
該
で
格

な
当
者

速

た
資

、
達
る
件

検
調
あ
要

政
政
と
道
道
平
。
北

こ

と
道

令
令

。
が
税
成

海

第
第

行
の
う
滞
年

環

２
い

め
契

資

役

の

定

資
次

に
要必に者る
も

ず

務
格

る

規

１

な
の

れ

北

地
定

海

に
平

資
平

道

よ
成

格
成

方
告

自

及

り

示

治
、
年

び
年

第

一
３

調
度

法施

契

こ
詳

ア
イ

平

約
名
所

の
細

成

に

入
は

関

札
、

年

に
。
特

整
務
と
の

調
役
こ

耗
要

消
、

に
し

び
関

例

並 体
に

給
書

供
様

の
仕

品
求

制
記

指
納
３

境

１

活

の
の

名
が
月

生

条
条

第
第

争
い
日

部

４
４

競
な

札
と
お

複

２
１

入
こ
に

の

て

サ

の
に

に
。
い

写

項
項

き

ビ

定
定

す

引

ー

規
規

関

き

の

よ
る

指

続

ス

に
す

る

に

の

競
で

を

２

供

り
者

名

類
件
当

る

該

種

す

も
要

と

い
北

こ

サ

と

るす

。
約

格

。

成
ビ
海
う
海

と

平
ー
北
ス
道
。
道 生

度
供
境

境

年
の
環
）
環

、は格資

北
給
生
に
活

活

とのもるめ定に し

海

般
月

達
に

行
号

を
お

令
競争
日

す
い

務
が

和
札

役
道

昭
入

る
て

に

類
し

政
加

種
結

年
参

の
締

者

う

第
る

よ

令
す

す

は
入

在

。
必

す

号
に

と

３

る

、
札

月

事
称
地

公
説

務

開
明

日

を

す
書

担
北
郵
電
る
に

金

当
海
便
話
。
よ

曜

す
道
番
番

る

日

る
総
号
号

。

）

組
合
織
企
の
画
－
－

名
部

れ
機

さ
写

備
複

整
の

が
載

と
満

こ
を

る
等

い
件

て
要

年

給
し
い

明
て

証
し

を
た

上

関

入
な

止

以

に

争
は

停

写

、

へ
こ

れ

複

し

札
い

さ

ー

給

参
。

い

サ

供

の
と

て

排

こ

ス

る

を

い

ビ

す

加

な

給

機

さ

。

供

写

除

と

の

複

道
係
部

部

業

び

て

事

及

れ

写

写

示
契
複

複

告
る
の

の

サ

サ

第
約
ー

ー

る

の

の

よ

ス

ス

に

ビ

ビ

号

、

資

道

の

海

給

給

北

供

供

を達調りよに約契該当

以
要

る
役

格

環

るす

資

に

下
な

契

」
定

る

令
を

め

政
格

定

う
。

海

に

い
た

北

約

と
め

般

第

事

一

）

知

る

。

道

係

高

競

－

称
統
及
計
び
課
札 央

線

地

中
内

在

市

所

幌 区北
－
３ ７西条

北

証
あ
を
で
と
者
こ
た
る

丁

新
資
資

７

。と
し
こ
明
る

の

る

を

そ

い

行
格
を

は

格

い

品

は

で

属

で

ん

付

者

営

６

い

こ

迅

る

の

な た
格
資
資
す
有
資

し
資

と

再

境

格

申
申
の

格
る

再

部

下

活

以

生

５

写

」格

複

資

の

務

再
次
行

格

資

を
ア
イ

ウ

、は類種の

の

争

条

の
う
資
中
を
企

格

る

参

１

は

に

第

札

５

橋

入

４
の

す

み

加

項

び
て
格
申
申

及
め
資

ア
イ

目

小
協
い
審

提
提

中

道海

年
つ
法

中
以

い
に

公

企

は
げ
済

律

小
下

て
掲
経

喪
者

い

る

な
の
す

わ

有

第

資るす定規に
失
２が

。

期
は

請
請
有

の
。

格

効

格

期

効
有

間
平

し
書
効

有
の

う
を
間

期
効

の
成

よ
類

間
は

新
年

と
提
及

間
期

更

資

海

る
し
当

、

北

す
出
び

を

告

は
け
機

格

道

者
な
該

す

第

４
ば
の

有

示

、
れ
関

の
な
更
ら
新

る

法方の請申

査

い
こ
格
小
有
業

申
審

号

る
合

の

ず
と
を
企
す
組

請

す
等
者
又

再
の
れ
が
有
業

に
き
る
協
で
は

申
事
か
で

る
同

請
由
該
る
者
同
あ
協 合

す

当
合
も
組

当
。
の
組

る

該

の

で

格
業
限
あ

者

資
企
に
で

き

係
合
。
資

引

に
組
る
る

組
と
の

出
出

業
る
査
請
請

請

の
の

合
き
申
の
の

先
先

称
所

あ

の

名
住

時
方

に
。

札

は

及

わ

て

期

っ

時
期
法 出

け
海
幌

、

び
平
提
な
北

先
れ
道
市

設

方
成

立

法

協等業企
の

年
の
ば
環
中
境
央

第条３第法合組同 ４
際

３
指
な

業
中

、
る
産

等
小

当
資
業

協
企

該
格
局

号

報

小
件
が

第

同
業

中
要
長

）

う

条

合
協

企
は
行

３

組
等 組

等
適
官

第

法
同

業
、

同
し
需

項

昭
合

協
用
公

１
と

組
な
適

第

和
」

又
。
組

号

年
い

合
い
格

７

なし当該に件要

に

法
う

な
手

と

たっなととこい

請
。

め

よ

申
い
続

認

に

の

に

の

の

約

類

旨

契

書

た

る

あ

も

先

が

る

出

知

係

提

通

提

日

あ

該

た

で

当

っ

の

に

を
を

続

る
を
）
格

出

か

る

更
す

資

業
く
変
有

き

営
除

た
者

を

相
）
し
る

格

を
。

の
そ

よ

、
あ
も
で

得

続
で

又
格

構

と

併
資

の

う

合
る

を

も

譲
有

員

る

は
を

成

す

ら
生
区

は

に
る

変

の

渡
す

に
な
活
北

に

月
示

資

り
。
総
条

格

日
よ
い
部
３

成

課
６

有

ら
作

務
西

を

か

者

６
た

目

る

月
し

丁

す

４
類

る

で
書

あ

ま
請

で

日
申

業企るげ掲に号
の

を

も
合組

が

提

下以

第
）

協

の

掲

律
。

は

合
企

及

業

証

げ
び

組

明

る
小

が

有

業

）
中

合

を

協

号
業

の

る

合

３
企

次

す

組

第
団

い

と

条
の

れ

。

下

規
体

ず

き

以

に
組

か

定
織

に
協

す

第

に

該
業

る

。う失を格資、はきと

有

指

札

、

の

落

め

先

ら

た

日

間

よ

の

期

に

定

効

示

決

よ
者

更

成

で

更

作

ま

の

り

も

格

承
そ

た

資

り
で

し

、 の

た
成

査

し
構

の

審

継
の

申再

者
員

の

こ

員

る

成

す

構

出

請

資

占

行

を

り

数

よ

半

に

過

と

中

）。ういと」合組業

関

当
組

る

る
」

企
す

す
合

小
法

と
と

業
律

き
い

等

号

は
う

協
和

２

組

）
昭

、
。

同

に
の

合



則

認
落
地
べす

規

８

平

方

」

め
札

て

成

自

と

な
者

の

は又便郵７

治

い

い
の

入

年

５

６

電

法

う

も
決

札

札

開
開

札
札
交
交

入
入
入

札
札

証
明
付
付

保
説

２

３

４

金
書

保

札入

幌
札
入

入
平
を
契
札
入

格

に

す
条
市
執

成
札

有
約 を

央
の

年
参

る
項
中
行
札

度
加

こ

約

行

達
海
達

調
北
調
契

履

１
す
環
す

を
道
を

北

次
海

の
平

入

道

と
成

札

告

に

お
示

り
年

付

第

一
３

す

３

施

。

の
定

金

月

行

）

と
方

額
令

第

す
法

日

る

単

。

価
昭

条

金

第

和
）

曜

が
１

日

項

年
、

）

財
定

第
道
規

令
海
の

政
北

に

方

よ

号
務

札入るよに報

所
法

、
交

証

場
日

は
の
場

す
関

除
に

所
時
金
免
付

る
す
３

同

事
同
場

に
に

。
る
に
の

。
。

。
で

じ
じ

項
じ
所

同
成平時日

付交

示
区
場
場

日

す

８月４年

所

海
る

。
す
北
所

北
す

と
告
に

所
条
び

道
者

場
３
及

第
要

６
時
札
北

示
必

西
日

な

丁

幌
海

資

目

市
道 庁

規

北

央
本

に
格

中
庁

号 る

環

３

す

道

北
舎

定

海

区

間

所

役
生
役

る
境
る
期

場

の

囲
あ

生

の
部
等

務
活
務

称
複
仕
平
内
り
北
活

名
の

道
興

及
写
様
成
で
得
海
振

、
る

び
サ
等
４
成

境

数
ー

年
平
。
環
課
生

量
ビス
入
月
年

活

札
一
説
日
４

部

般
月

る

号

事

競 札入争
日

項

下以

定

第
則
り

）
規

と」札入

昭
め そ

の
和
た

条
年
れ

に
道
の

項
海
れ

１
北
ぞ

第
第
価

定
則
定

規
規
予

北

格

す

。る

前午）木 時

境

条
境

道

活

６
環

海

生

西
階

北 生

務

活

境

総

目
生

環

部

丁
会

複

号

の

１

部

第

活

課

部

式
明
か
月

環

ー

室

サ

議

写

境

書
ら

限

環

び
成
を

循

及
平
日

室

要

当

会

仕
３
に

社

求
年
度

型

該

推

様
月
書

期

、

よ
ま
約

課

に
日
契

進

い

た
を

活

。
。
間

生

る
で

る

海

す

北

施実を）。う

高事知

。

道

号
る

以
合

価
。
場

単

海

除

の
下
を

）

、
務
限

き
財
制

道 公

る

規

１

るめ定に
契

資

役

成
に

方
に
平

資
平
者

地
定

自
よ
成

格

告道海北

必

及

治
り

示

資の給供のスビ
所

の
細
の

契

こ
詳
こ

ア
イ

す

・

し
長

化

だ
延

文

約
名

の
と

年

算
こ

少

予
る

青

、 範
が

室

に
入
入
費
な
計

そ

号

消

合

は橋

札
掲
札
札
税
お
額

開

れ
。
契
要

の
そ
る
９みる

務

内
れ
し
書

囲
ぞ
）
約

範

の

報

写
北
。
北

複

う

約

格

類種

ー
道

道

成
サ
海
）
海

平
。るすとのも

年
ビ
農

農

３
ス
政

政

３

調
度
な

法
、
年

び
年
要

お
格

行
般
月

達
に
資

施
一

を

令
競争
日

す
い
は

昭
入

る
て
、

に

務
が
に

和
札

役
道

政
加

種
結
め

年
参

の
締
定

第
る

よ
も

令
す

類
し
る

第 号

者

う
の

の

在

関

示
、
札

に

告
は
入

容
説
行

る

内
札
執

す

の
入

予
書
、

務

は
明
は

事
称
地

よ
開

担
北
郵
電
定
に
公

を

番
番
あ
る
す

当
海
便
話
で

。

る
環
号
号
り
。
る

す
道
組
境

、変

織
生

消
１

の
の
げ
金
書
抜
、
に

等
記
の
費
円

時
る
額
に
き

満

お
札
に
載
相
税
未

に
入

価
当
の

い
他

及
係
す
当
相

こ
消
金
格
額
端

て
び
る
る

２
の
費
額

は
数

、

価
当
あ

に
公
税
は
単
、
が

に
び
消
及
該
る

規
告
及
、

金
き

す
定
地
費
び
代
と

定

成

で
の
た
作

る
め
方
税
入

供
落
要

効
定
を
の

有
予
者

数
と

札
枚
者

入
給
札
否

な 者
じ
。

た
乗
る

し
を
す

を

月
の
部

部

ち
た

う
得

の
て

供
の

に

サ

複

に
に
写

る

日
給
複

係

競
契
ビ

サ

般
る
ー

写

一
係

札

供

ス

入

の

ビ

争
約
ス

ー

公

の

供

の

給

の

第

を

格

告

資

給

る
、

。
必

す
し

号
に

と
と 当

以
要 資

に
該

下
な

る
に

令
を

め
約

政
格

定
契

た

北

約
り

と
め

契
よ

」
定

。

道

係
達

う
。

海

に
調

い

－
更

第

事

一
す

）

知

る
を

す

の
活
－

名
部

る
－

称
総
及
務

こと

び
課
札

が
線

地

中

り
内

在

市

有

所

幌

る

央

得

区北
－
。

３

、

資
る
消
等
札
の
は

西条

係
額
求
そ

格
入
費
に
総
請

有
に

る
）
時
の

を
札
税

す
加
数

し
関
以
課
と
に
端

い
る

事
る
算
を

な
す
下
税

と
る
り

者
条
消
業
こ
す
切

に
税
か
。
こ
捨

の
件
費
者

」
税

る

た
違
等
免

と
て

し 入
反
い
業

費
）

札
し
と
事

消
。

書
計

札
合

入
の
、
額

、
た

札
低

入
最

の
が
載
）
記
額 で

額
格
価
価

総
の

行

各
入

う

以

海北

下

道

資

号

部

と

政

」

農

格

の

い

般
る

高

競
役

札
種

５

橋

入
の

の

争
務

条

、

項

る

参
は

１

は

に
類

第

み

加

入
う
者

税
。

目丁６

の

す

は
）
あ

当

務
札
。
で

相

財
無
取
か

を

則
、
の
る

額

規
効
扱
を

加

第
と
い
問

算

。

、

各
る

ず

た

す

わ

し

条

札入
札 な

格
効

価
有

に
限

）
に
価
札
単
入



有

う
資
中
を

行

格

を
ア
イ

５

と
を
企
す

こ
格
小

提

の

格

申
申

再
次

ア
イ
資

請
査

出
出

い

請
請

申
審

提

４

先

ず

い
格

法
い
に

び
て
資

年
つ

小
業
る
審

律
て
掲
経
中
協

る
産
企
組
と
査

第
は
げ
済

、

下以 中

当
資
業
業
合
き
の

３

小
小

平
北
検
当
者

点

た
資
中

調
あ
要
企

成
海
、
該
で
格

道
調

業

を税道

２

滞

等

年
農
整
達
る
件

の
政
約
政
道

資
次

契

平

い

締
令
が

成

ず

結
第
行

格

令第

う

れ

の

年

協
で

で
す
等
者

が
有
業
る

。
の
組
る

る
者
同
あ

き
る 該

の

当
合
も 。

に
組
る

格
業
限

資
企
に

の

先

営
除
を

る
を
）

係
合

方

所

か

再

の

の

の

れ

の

の

地
請
由
該

在

に

申

名

事

時

な
北
札

る

わ

す当

期
法

称
市

で

成
出
け
海
幌

者

平
提 先
れ
道

な
政
央

き

年
の
ば
農
中

引

北

き

月
示
ら
部
区

続

３
指 に
な
農

請

）
該
格
局
等
に
。
申

号

が
同
っ

の

第
中
要
長
協
あ

条
企
は
行
組
て

時

３
小
件

法
、

及

第
業
、
う
合
は

期

協
用
公
３
設

び

１
等
適
官

の

法

第
同
し
需
条
立

方

項
合
い
格
４
際

７
組
な
適
第

合
に
資

に
又
。
組
号
に

号
と」合組同協等業企

は

）
げ
協

の
掲
格

掲
。うい

び
務
と
の
協

３
政
並
役
こ

の
に
に
。
特
同

月
部

組

に
写
耗
し

合

日
複
消
関

例

お
サ
品
、

法 和

て
ビ
供
求

昭

い
ー
の
要

引
ス
給
仕

法

続
供
制
書

年

き
の
体
様

るいてし納

律

き
給
が
に

に
整
記

。とこいなで者

第

２

指

に

た

３

も

め

名

条

条

要

月

該

に

競

の

の４

件
当

必

争

４

日

２

す

要

入

第

第

る

な

札

１

金

こ

同

に

項

項

曜

と

意

関

に

に

日

。

を

す

規

よ

）

る

争
て

指

す

競
得

る

定

り

業
く
変

札
る

を

者

入
い

名

も

続
で
た

相
）
し

を
。
更

を
又
格

併
資

合
る
の

、
あ で

よ
者

に
る

渡
す

譲
有

は

課
条

格

日
よ
い
政
３

資

り

り
。

丁

よ

）
成

６

得

金
作

西

を す

４
申

と

ら
た

目

う

か
し を

の

日
類

も

６
書

る

月
請

を

ま
す

資

）
出

、

火
提

は

す

協
組

明
る
有

る
業

証
げ

者

組
が

有
業
る

業
合

を
企

と

あ

の

る
合
で

合
次

す
組

い れ

。
下
も

下
ず

き
以
る

以
か

の 成

組
該

業
構

業
に

企
が

協
体団業企小中び及

当

組

す

す

合
員

合
関に織組の

年
関
備
載

以
し
さ
の

そ
供
て
写

）

上
、
れ
複

号

供
す
る
要

３

の
給
い
機

第

事
複
と
等

に

給
る
こ
件

条

を
機
証
満

定

業
写
を
を

規

む
び
し
し

る

営
及
明
た

す

で
の
者
い

小

者
そ
た
て

中

者

停

年

参
、

さ

成

の
は

止

未

へ
れ

い

、

を
ま

て

者

加
含

れ

佐

さ
い

者

補

除
な

る

被

排
で

い

又

て
）

な

人

れ
。

で

い

と

被

る
な

こ

は

い

北

し
構
継
の
承
そ

こ

。

補

者

者
員
た
成

５
資

こ

審

で
る

格

札

入
開
開
入

行

請

り

申

よ

再

に

の

と

査

２

３

４

成
約
幌
札
入

入
平
契
札
入

条
市
執

履
札

い
と

と
過

と
る

」
の

」

に

。
を

。
は

う
数

う
き

い
半

１

に
の

及
め

２

）
占

）
、

法る
成

札
調
北
調
契

平

入

律 和昭

に
達
海
達

との次

属
あ
こ

業

あ
附
で
る

企
お

の
こ
を

協

こ
品
る
と

等

る
速
。
明

組

。
迅
と
証

同

と
な

し

合 北

７

海道

約

資
資

告

資
に
有
資

格

示

人

な
と
助

で

格
係

格
格
を

こ

で

い
。

海

、て

。

っ

と

あ

道

６

ウ

成
資

公

札

企

申
た
の

再
再
し
格
資

所
時
金証

日
場
日

保

札
札

時
同
同

成
に
に

平 月４
。
。

年
じ
じ

を
央
の

行
参
年
項
中
行
札

所

場
す
海
示
区
場
場

加
北

者
告
場
３
及
所

る
道
す
北

必
第

西
日

に
示
所
条
び

所

６
時
札

有り
別
要

丁

幌

に

る
指
資

目

市

号

得
途
な

区

定

す

北

央

規

。
示
格

中

す

る

海

す
す
農
す

年

付
を
道
を
約

役
部
役

月

る
る
政
る
期

３

事

囲

の
複
の

日

項
務
の
務
間 成

で

称
サ
様
平
内

名
写
仕

、

及
ー
等

び
ビ

り

量
の
入
５
成

数
ス

年
平

札入争競般一 下以 入

供
札
月

効

札
第

期
る

は

有

一

１
の
す

間
般

の

る

号

喪
者

の
入
新
定
失
２

争

に

が

更
競

す

落

契

定

の

る

規

札

め

に

有の
定

係

資

決

に

る

札

約

す有を格資、は間期効

業

請
申
有

申

格
る
の

る

格

よ
書
期
有

組

し
請
効

請

の

の
合

報

と
を
及
期

方
又

う
類
間
効

る
出
当

協
法
す
提
び
間

は

間

合

は
な
期

組

者
し
該

業

の
ば
更

あ

４
れ
の

で

、
け な

新

る資

日 時９前午）木
条

複

所

農

３

る

場

道

北
分

政

丁

ー

農

６

サ

部

西

写

政

道

給

海

供

北

のス

課

目

ビ

給
説
１
年

部

す

政

関

農

に

書
か
月

明
日
４

デ
及
ら

限

タ
要
成
を

ジ
び
平
日

ル
求

月
当

写
様
３
に

複
仕
年
度 該

北

機
書

海

に

知

黒
る
ま
約

道

白
よ
日
契

す施実を）。ういと」

日

も

要

事

）
。
で
期

。る

当

と

あ

該

で

で

に

ま

の

件

、

い

。

め

な

る

た

し

す

る の

っ

間

な

期

と

効

と

有

こ

あが知通の旨ため認と

格

の
ら
手

か

更

た

日たっ

す

書
。

有

請
い

を

申
な
続

の

先

そ

出

で

提

者

の

る

類

を

該

員

当

成

、

構

に

第

変

提

す有

室

を

議

格

会

資

大

る

台

た
を

２

。
間

。とこる

予
る

、
す

橋

し
長

だ
延

高

と

範
が

み

の
と

る

算
こ

は

格

わ

資

行

、

、

は

は

き

新

の１ら

。う

。

失

い

を

な

更

出

契るめ定に

た

の

し

先

も

指

の

示

号

りよに 作



規

北

地
定

海

に
平

道

方

平

よ
成

告

自

成

り

示

治
、
年

第

法

年

一
３

施

所

の
の
細

契

こ
こ
詳

ア
イ

計合たし
に

告
入
は

約
名

額
関

示
札
、

開
に
入
入
わ
な

要
そ

号

問

金
書
、
、

札
掲
札
札
ず
お

９

時
る
額
に
消
消

の
の
げ

海
規
記
額
契

北
の
書
計

８
め
札

道
定
載
）
約

認
落
地

作

自

な
者

財
に
の
が
書

方

札
低
成

治

い
の

務
よ
入
最

６

７

法

も
決

規
り

説

等

除
札
交
交
便

免
入

郵

。
書

は

る
明
付
付
又

す

３

般
月

行

月

号

令
競争
日

日

和
札
昭
入

金

に

曜

年
参

日

政
加

）

者
第
る
令
す

札

す

の
の
入

在

。
必
号
に

明

事
称
地

容
行
説

る

内
執

定
公
に

を

予
、
書

務

は
は

海
便
話
で
開
よ

担
北
郵
電

る
。

す
道
番
番
あ
す
る

当 組
政

、
。

る
農
号
号
り 変

織
部

満未円１に
の
農
－
－
更す

とるあが数端の
名
政

載
税
税

に
入
等
記
費
費

き

い
他

及
お
す
等
等

お
札
に る

金
き
当

て
び
け
る
抜
相

当
は

２
の
消
額
相
額

、
こ

規
告
税
、
価
、

に
公
費
は

定
び
費

該

定
に
及
消
格
当

す

方
等
価
金

る
め
地
税
単
代

の
の

格
入
消
に
及
の

資
る

め
価
価
要

施

の
定

則
定
総

行

と
方

予

を

令

す
法

昭
た
格
格
否

る

和
定
各
も

昭

。

北
格
札
て

和
年
価
入
っ

年
海

価
入

令
規
価

政
道
単
格
札

第
の
価
効

第
則
）
単
有

制
）
な

号

付
所
法
に

交

報

の
場
方
電 入

関

る

に

よ
所

事
同
場

る
に
の
札

す
３

な
以
要

す付交
。
で

項
じ

資
下

た

北

と
め
」
定
令
を
政
格

第

事

）

知

。

道

う
。

海

い

北

高

る
－

称
課
及

こと

び

札

が
線

地

中

り
内

在

市

有

所

幌

る

央

得

区北
－
。

３

を数端のそ、は

６西条

び
請

）

丁

。るて捨り切

有
に
税
る
入
求

を
札
費
係

し
関

課
札
時

下
事
価
加

な
す
以
税
総
に

者
条

業
額
算

い
る

費
で
と
る

の
件
消
者
）
す

る
と

た
違
税
あ
す
こ

し
に

札
し
」
か
こ

入
反
等
る

い
税
。
費

、
た
と
免
と
消

限
に
入

務
札
う
事

税

財
入

範
れ
に

第
。
の
そ
札

）
号 以下

囲
ぞ
限

内
れ
る

条
財
で
の
。

の
務
有
予
）

則
な
供
た

１
規
効
定
し

第
と
札
枚
の

に
」
入
給
も

項
う
し
を
落

定
い
を
数
を

規

橋

の条

。る

。
た
乗
札

す

５

海

の

み

項

る

１

は

第

道

４
と
資

公

目

協
。
審

び及
き
格
申
申

３

年
２
経
中

資
中
以
法
の に
済
小

格
たし。

小
下
律

者

相

規
は
。
業

等
者

企

第

あ

額

第
無
の
で

当

則
、
）
効
取
と
扱
る

を

。
各
る

を

算

す
い
か

加

条
道
道
平
こ
北
検
当

と

る

点

者

る

が
税
成
と
海
、
該

。

す

合
第
の
て
と

場
）
者
じ
う
得
ち
た
る

を き

入
の

第
、
額
。

除
条

２

、
項
札
合

令

い
令

資

役

の
政
政

資
次

１
成
に
め
契

資
平
者
定
る
に

必
る

格

申
の
の

の査
請
請

及

報

及

わ

期時
期
法

の
時
方

請

先
れ

方
成
出
け

び
平
提
な

法

てっあに合組同

年
の
ば

際

３
指
な

の立設、は

掲
産
企

要
業
中

げ
業
業

の
協
企

る
局
等

号

等
件

小

が
同

特

第

同
業

資
長
協

）

合
例

協

要
行
組

３

組
等

格 は
官
法

第

法
同

件
う
合

条 １
組 」

適
需
３

項

昭
合

、
公
第

と

用
適
条

第

和

７

こるあで

号

年
い

し
格
第

調
調

に

法
う

な
組
４

。と

。
道

行
に
３

済
並
役

う
滞
年

経
整
達

に
に

名
の
月

部
び
務

指
納

争
い
日

複
消
関

競
な
１

の

在

サ
品
、

入
者
現

写
耗
し

供
様

に
あ
に

ー
の
仕

札
で

す
こ
い

ス
給
書

関
る
お

ビ

引

供
制
び

る
と
て

の
体
及

第

ず
第

務
格

指
。

れ

の

に

４
４
該

の
の

種

も

条
条

要
る

２
１
す

第
第

格

類
件
当

に

複
北
。
北

こ

項
項

の

う
道

。

規
規

写
海
）
海

と

の

済

に
す

ー
経

経

定
定

サ
道

よ
る

ビ
済

資
と

調
度
な
の

び
年
要
も

す
い
は
る

を
お
格
す

達
に

る
て
、
。
約 成

の
締
定

平

務
が
に

役
道

種
結
め

類
し
る

な

月
示
ら

う
の

３

よ
も

年

に り
。

日
よ
い

４
申

ら
た
か
し
）
成

金
作

日
類

５
書
月
請

第

のもるす有を格資に

を

員成構が

月
提

。
の
に

掲

律
。

い
合
号

の

及

証
掲

げ

第
）
る
び

明
げ

小

有
企

）

同
中

を
る

号

協
業

る
組

３

合
企

す
業

第

組
体

き

に

次
団

と
合

条

が ず
組

下

定

い
の

。
以

規

の
織
す

量

名

き

給
が
数

に

企

る

れ

記

停

き

関
備
の

を

続

に
整

の

さ

年

、
れ
載

止

２

し
さ

写

て

上

給
い
複

れ

以

供
て

件

な

写

る
こ
要

い

複

す
る

を

こ

ー

写
を
等

い

サ

複
と

た

。

ス

及
明
満

と

ビ

機
証

の

の

り
者

ス
部

部

の

び
し

写

写

争
な

供
複

複

競
で

の
ー

ー

札
こ

に
サ

サ

入
い

給
ス

ス

の
。

る
ビ

ビ

へ
と

係

給

を

供

供

加

約
の

の

参

契

と
と

月

格

さ

資

除

の

排

給

す
し 当

に

る
、

日 争

め
約

競

定
契

般

に
該

一

調

の

約
り

札

契
よ

入

る
に

一
す

を

る
を

告

係
達

公

に

）
出
ま
す こ
で
る と

号

りよに 行

か

るいてめ占を数半過
合

企

該
す

組

小

に
関

業

中

る
律

と

等

す
法

」

業

当
る

と

い

協

）

は
和

。

組

き
昭

う

同

、

合

で
い

給

の
者
て

供

そ
た
し

を

品
る
こ

業

属
あ
る

事

附
。
証

ん

迅
と
を

営

の
こ
と

れ

い

な

明

で

速

る

下

い

以

て

い

こ

と

い

」

な

格

で

資

者

海

争
務

北

競
役

う

般
る

行

は

済

に
類

経

札
種

道

入
の

部

加
、

部

参 す



１

約

行

契

履

成

札
調
経
電
調

の
平

入

次

に
達
済
子
達

とお

の
写
す

り
年

付
を
部
複
を

一
３

す
す

北

７

海道

係

資
資

告

資
る
有
資

格

示

効

格
一

格
格
を

第

の
般

は

有

期

格資
６

の
有
競

１
の
す

の

を

再
再
た
格

イ

ウ

し
資

業

請
請
有

申

中
有
企

申
申

組

し
書
効

請

格資ア
小
す

５

を
企
る

再
次
行

ア
イ
資

を

平

提
住

の
う

格

成

い
こ

申
審査

出

ず
と

請

年

平
内
り
別

囲
あ

間

所

期

場

、
る
指

成
で
得
途 る

５
成

す

年
平
。
示

月

る
複
機
る

日
４

所

１
年

場

事
役
写

役

般
月

る

競

ー
黒
の

争
日

項
務
サ
白
務

称
ス

様

札

名
ビ
）
仕

入

の

ソ

下

び
供
ン

以

及
の
コ
等

数
給

」

型
説

札

ル
札

入

量

ー
入

と

明

間

効
争

の

る

号

喪
者

の
定
失
２

間
札

に

が

更

期
入 札

る

規

、
落

め

に

は
の
新

る

を
定

約

す

格
決

契

定

資
ま

る

格

す
日

係

資

有
の

に

件

間期効有
と
で

も

要

る

の

業
者
合

よ
類
期

認
と

の

と
提
及

方

協
で
又

う
を
間

組
る
協
法
す
出
び

同
あ
は 組

者
提
該

合
も
業

る
を
当

の
で

、
し
間

企
に
合

は
出
期

け
更

組
る
あ

４
な
の

業
限

れ
新

合
。
る

の

有
除
を
格

の
ば
手

を
）
資

係に格資該当の者るす

の

先

営
く
変
を

申
な
続

る

れ
が

３

か
で

再

の

の

月

に
き

申

名

事

称
所
請
由
該
る

日

当
。
す

金

北
札

る

曜

海
幌

者

日

道
市

で

）

き

部
区

続

済
央

き

経
中

引

か
月

総
北

ら
限

成
を

平
日 該

月
当

３
に

年
度

た
を

。
間

で
期

ま
約

日
契

に

い

書

う

北

施実を

。

）

る

。

台
よ

で

に

高事知

。

道

る

海

す

通
。

る

当

た
る

あ

該

め
す

こ

あ

、

い

が

め

な

知

た

し

間

な

日

期

と

た

効

と

っ

有

の

新

と

１

更

た

ら

の

っ

か

は

き

）
し
す

書
な

。
更
有

請
ら

あ
も
者

の
。

で
た
る

類
い

格

の

先

資

そ

出

る
の
で

提 提

す

員

該

有

成

当

を

構

に

を業
で

更

先

者

変

出

る

を

に渡譲は又併合、続相

条

格

務
３

資

り
そ

し

の

よ

と

目

う

丁

よ

６

得

西

を

課

、はのもるす

北

こ
予
る
、
す
し
長
だ
延

資

範
が
の
と
算

橋

お
合
約
名

な
た
契
し

ア

みるは

９

開
に
入
入
わ

契
要
そ

号

問

に

、

は

札

書

掲
札
札
ず

約

を

る

な

格

め

わ

資

定

行

、

７

８

。

に

う

約

。

失

契

い

１
入
の

の
書
計

郵
郵
落
北
項
札
合

海

交
便
便
札

た

指

道

等
等
者

規
記
額

交

り

員

よ

成

の

に

構

も

示

の

５

６

格

成

資

作

継承

入
開
開

札
札

入
入
入

者たし

査審格

保
説

札

入

海

請申再の

道

入
平
こ
契
札
入

る

２

３

４

公

。
条
市
執

成
札

と
約
幌
札

に

る

費
額
す

消
金
関

、
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２
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又
又
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４
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西
日

示
に

所
条
び

要

６
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と
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囲
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１

リ
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８
５
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の
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る
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１
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に
の

林
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４
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４
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成
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４
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す
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い
、
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３
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２
３
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備

道

保
解

え

告

安
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示

林
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い

第
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の
て
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平

解

森
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１

し

図
縦

除

法
除
成

林

予

す
和
予
３

定

昭
る
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３

の
の
、
し
の

月

て
指

３、
、
の
指
定

日

の
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さ
施

４
８
４
定

金

れ
業

５
９

曜

要

、
、
の
た

日

目

４

）

６
１
ら

の
の
か
的
件

、
、
の
水

４
示に図の次ていつに筆

源

す
の
の

部
７

ベ
・
）
の
の

、
９
２
、
の

ツ

１

５
・
７
、
から
の
・

の

の

７

の

１
の

の
、
の

・
１
、

３

、
４

５
・

ま
の
・

、

の

の
で
１
７

の

、
、
の

・
５
の

９

７
・
１
、
か
の
・

、

の
の５、 、７の７、６、

の
ら
４

１
の

。
月

要
寒
次
の

７

件
町
の
６

年

変
シ
に
４

法

日

の
字
図
、

第

更
ア
示
の

律

に
ン
す

係
ヌ
部
、

保
の
に
の

）

る
２
分
４

号 第

安
１
限

林
・
る
か

所
の
）
４

の

の
４
。
ら

条 ２

て

」
覧

号

さ

省
す

定

、
供

指
の
は
に

目

、
）

た

し
。

れ
理
略
る

風
道
面

・
る

図の

的
由
そ

。）
害
路
を

定
月

保
の

の
用
北

安

年
で

第
。

所

律
る

の

法
あ
日

林 在場

第）

所

号

標

２
ま
の

２

郡

の

津

条

、
ん

、
、
で
か

４

養

の
の４
の

４
ら
、

、
か
１

の
の
の

１
、

の
で

５
ま

、
７
２

北

１の１、）。る限に分 １らか

、
の

の
、

・
３
の
・
３
か
ま
字
１

、
ら
で
チ
か

の

、
ク
ら

１
の

シ

・
６
の
の
、
ョ
の

１

ベ
３

の
以
か
ま

上
ら
で
、
ツ
ま
１
で

、

・

の
か
・

筆
の

の
に
３
の
６
ら
、
５
の

つ
ま

ま
１

の
・
い
で
、

の７、 の７らか

の
で
・

て
、

の

在
１
、
の

でま

場
・
２

に

の
３
で

定

所
４
の
ま

規

の
の

り

・
２
５

よ

２
、
、

１
、
か

次

北

の
８
９

、

５ ５
の
５

よ

道

・
３
ら

の

海

に

事

の
１
の

う

知

、

道

２

防
地
海

高

・
３
ま

保

備
と

庁

４

た
支

上

る
室

以

す
根

て

林

い

部

つ

済

に

経

筆

め

標

第

中

び

図

及

の

課

次

務

橋

定

俵

規

字

の

町

項

津

２ に

北

よ

海

の

事
・

次

知
１

、

道
の

り よ

高

３
、
の
２
５
の

海

、
、
の
４
７
の

、

道

４

イ

公

指
安
定
林

、１の２、でま３ 町

立

の
８
、

の
次

、
字
の

１
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の

オ
３

・
図
５
、
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ク
・

に
、
の
９
ル

の
示

ュ
１

４
す
の
３
、
シ
の

・
部
６
、
、

ア

の７、
保
変

林

７
の
で

安

安

立

す

字、
の

指

１
、
５

の

橋

の
３
、

は

３

定

る

以
の

３

業

６
、
５

み

上
６
、

施

指
安

イ

津

す

標

示

中

に

町

立

定
林

２

限

に場

に

役

分

町

部

定
林

安

立

指
安

保
変

イ

ア

立

安

・

保

橋
３

に

の

う

は

林

る

ア指

１
み
の

の

伐
の

業
所

間
木

施
の

立

町

に
伐

要
在

報

限

変

る
の

の
所

係
採

件
場

、
び

係

は
並

に

林
度

更

森
森村

と
栽
の
植

保

次
に

る

標るめ定で画計備整林

次
大
部
そ
主

更

準
お
の

つ

と

と

の
字
分
の
伐

後
木

林

限
の
し

の

し
の

森
古
に
他

に
村
る
森
て

伐
指
て

林
潭
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林
伐

定
指

採

定

つ

）
に
採

業
れ

て
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を
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の

さ
施

い

て
る
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・

方

た
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４

目
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伐
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伐
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伐
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伐
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伐
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５
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昭
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木
主
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条
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伐
」

伐
伐
森
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図

後

し
整
係
採
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の
の
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と
林

定

択
て
備
る
の
び

伐
指

、
採
伐
伐
計
森
限 並
の

の
施

に
採
画
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次

す
定
、
び
と

業

よ
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り

。
る
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次
に
お
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方
る

標
と
栽
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件
法
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植

間
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と
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件
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指
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整

採
画
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さ

採

伐
計
森
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定
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た

を
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は

に

れ

の 度
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的
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次

る

目

限

す
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こ
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の

が
準
お
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と
標
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。るよ

業
所
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木

施
の
林
更 指

件
場
て
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の

採
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定
定
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指
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伐

係

た
業

に

れ
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度
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的
件
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る
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要

限

方
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林

主
主
村
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お
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伐
森
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指
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て
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、
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定

伐
伐
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定
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こ
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め

要
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た
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と
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覧
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縦

り

て

よ

い
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で
伐
り
方
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す

道
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期
し

る
齢
す
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略

き
期
と
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そ

木
上
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間
、

立
以
る

当
の

樹
図

、
も

び
の
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木
る

び
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す
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該
と

種
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と
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所

の
係

の
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関
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伐
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お
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齢
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上
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す

て
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齢
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伐
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道

土

土
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縦

別

覧

敷

場

地

所

北

の

に

海

員幅

え

知

備

道

延

て

高

い置

事

。るす始開

長

丁
丁
２
２
ベ
ベ

項

目
目
線
線
ツ
ツ

の

根
根
原
原

規

番
番
釧
釧
野
野

定

地
地
西
西

先
先
部
部
線
線

に

か

よ

番
番

ら
河

り

川
林
林
７
２

、

敷
班
班
地
地

道

）
小
小
か
ま

地
ほ
と
先
先

路

でま

ま
班
班
ら
で

の

で
か
ま

区

ら
で

域

ベ
ベ
野
野
か

３

北
ら

番
番
ツ
ツ

番
番
番

１

４
１
原
原
１

地

地
地
野
野

線

１
１

番
西

地
地

地

先

先
先

先
先

ま

か
ま

か

で

ら
で

番

か
ま

番
番
先

先

地

地
地
ら
１

ら
で

１
１

番３

で

ら
で

ま

か
ま

先

先

ま
か
ま
か
ま

らか先地１

か
で
ら
で
ら
で
部
部

先 ら

か
で

先
ま

地
先

１
地

番
番

ら

北

網道海

来
網道海

北

知
北

走

走

、

国

告

橋

道

示

と等

の

は

の

日

る

複重

か

み

区

ら

野

軽
道

原

海

滝

遠
北

白
間

芭
走

白

網

の次を

同

同

同

変りおと

倉

日

道

道

海

海

仁
北

春
北

端

置

走

走

網

網

同

同

同

同

同

北

増
北

幌
北

同

小

毛

道

道

道
糠

海

海

海

北 山

稲

館

萌

萌
平

檜
函

留

留

平

同

同

同

海

成

道

丘
道海

城
北

公

線
所業現

東
木土

江
館函

常
佐
ら
郡
か
呂
）

常
地
で

間
東
呂
字
佐
町
郡
間
呂
呂

滝白郡別紋所業現木土 湧支上字村

町

別

東
３
字
番 地

場

現

車

露
木

停

土

滝
地番

別

紋
紋

紋
紋

紋

線
所

線

業

白

郡
郡

郡
郡

郡

別
別

別
別

村

別
別

軽
軽

滝

湧
湧

遠
遠

上

字
字

字
字

字

町
町

町
町

湧

芭
芭

遠
遠

支

西
西

向
向

別

露
露

軽
軽

番
番

番
番

先
地

地
地

地

地
３

１
１

番

業

業

現

現

野

戸

木

木

土

土

班

常
理
呂

常
常

線
所

線
所

署

地

呂
署
郡

呂
呂

常
理
野

郡
６

先

郡
佐
常

郡
郡

国

呂

林

佐
林

ま

佐
呂
呂

置
置

有

町

網

呂
班

で

呂
間
町

戸
戸

吉

字
字

走

間
り

間
事
字

町

仁
所
野

安
安

中

町
小

町
務

住
住

部

仁
班
森

倉
地

倉
４

林

国
先

国
林
番

林
ぬ
１

番
番

管

有
か

有
班

網
常

網
小
地

１
１

理

林
ら
走
呂

走
班
先

地
地

署

木

木

木
停

土

土

土

ま

先
先

所

業

業

業
場

現

現

現

田

車
萌

瀬

増
増

留
留

所

線
所

線

毛
毛

萌

北

増
増

小
小

郡

郡
郡

郡
郡

山

町
町

町
町

檜

毛
毛

平
平

字

料
料

本
本

町

御
御

字
字
郷
郷

太櫓
瀬線成大 櫓太字町山檜北郡

番
番

番
番

地
地
先
先

番

地
地

地

か
ま

か
ま

１

先
先

地番

線
所業現

差
木土

先

報

沢
沢

厚
厚

郡
郡

山
山

檜
檜

の
の

上
上

字
字

町
町

部
部

山
山

５番
先

２
２

番
番

後

前敷
ま先

川
地
河

でま先
か
ま
か
ま

で
ら
で
ら
で

ま

ら
ま

か
ま

か

か
先

先
先

先

後

前

後

前

後

前

で

ら
で

ら

ま
か
ま
か
ま
か
ま
か
ま
か

ら
で
ら
で
ら
で
ら
で
ら

から
で

中
郡

中
地

ら
で

部
常

部
先

林

で

か
ま

林
町

林
ら

は

森
呂

森
か

班

前

後

前

後

前

管
吉
小

管
常

か
ま
か
ま
か
ま
か
ま
か
ま

で
ら
で
ら
で
ら
で
ら
で

まで
ら

後

前

後

でま先

ら
で

ら
で

前

後

前

ま
か
ま
か
ま
か
ま
か
ま
か

らか

ら
で
ら
で
ら
で
ら
で
ら

から
で

後

後

ら
で

か
ま

先
先

地
地

後

前

ら
で

か
ま
か
ま
か
ま
か
ま

ら
で
ら
で
ら
で

第

道
複

道
重

辺
＝
留 蘂佐呂 線間

号



見

道

道

斜
海

海

屈
北

北
北

平

走

走

路
網

網

成

津
土

土
常

木

木

別
現

現
呂

年

道

道

多

住

海

海

嘉
北

福
北

美

満

土

土

走

走

山

女

網

網

美
北

北
北

幌

別

現

現

木

木

走

網

端
網

深
道

道
見

海

海 現

武
木

美
木

土

土

雄

野

走

道

道
戸

海

海

北

置
北

幌

現

木

木
根

土

土

走

走
温

網

網

見北

湯

現

現

府子訓戸置

木土
置
走網

見
道海

北
北

業

業

現
戸

３

線
所

線
所

月

網
網

常
常

走
走

呂
呂

日

呂
呂

津
津

常
常

郡
郡

郡
郡

別
別

金

字
字

字
字

町
町

町
町

曜

上
上

豊
豊

日

里
里

川
川

）

番

先

先
地

２
地

地
７

番
番

番
で

か
で

ら
ま

先
ま

か
先

地

網

網
網

線
所

線
所

業

業

ら

女

郡
郡

郡
郡

走
走

走
走

網
別

別
別

満
満

満
満

女
女

女
開

字
字

字
字

町
町

町
町

別 里
里

陽
陽

豊
豊

開
地

先
１

１
６

地
番

番
番

番
ま

か
ま

ら
先

先
先

か
地

地

網

線
所

線
所

業

業

で

ら
で

郡

郡
郡

別
別

走
走

紋
紋

網
町

武
武

幌
幌

雄
雄

美
美

郡
上

昭
昭

字
字

字
字

町
町

町

雄
雄

野
野

上 武
武

番
番

先
先

１
３

地
地

番
番

２
１

か
ま

ら
で

先
先

か
ま

地
地

常
常
常

所

線
所

業

業

ら
で

呂
呂
呂
呂
呂
呂

常

常
常
常

留
留

郡

郡
郡
郡
郡
郡
郡

呂

子
子
子
辺
辺

訓

訓
訓
訓
訓

町

府

府
府
府
府
蘂
蘂

子

子

字
字
字
字

町

町
町
町
町
町

実

大
大
大
大
松
松

字

字
字

郷

谷
谷
谷
谷
山
山

番
番
番
番
２
１

３
１
３
９

番

番
番

地
地
地
地

先

先
先

先
先
先
先

地

地
地

子訓郡呂常線

か
ま
か
ま

郷実字町府

で
ら
で

ま

か
ま

先地１番

常
線
所業

らか
で

ら
で

ら

町
戸
戸

置
置

郡
郡

呂
呂

常 南
南

川
川

字
字

町 か
ま

先
先

地
地

２
２

番
番

前

後

前

ら
で

ら
で
ら
で

か
ま
か
ま
か
ま

ら
で

北

でま

後

前

後

前

前

後

ま
か
ま
か
ま
か
ま
か
ま
か

で
ら
で
ら
で
ら
で
ら
で
ら

らか

前

後

後

前

前

か
ま
か
ま
か
ま
か
ま
か
ま

ら
で
ら
で
ら
で
ら
で
ら
で

でま

前

後

前

後

前

後

ま
か
ま
か
ま
か
ま
か
ま
か

で
ら
で
ら
で
ら
で
ら
で
ら

らか

後

前

後

ら
で
ら
で

か
ま
か
ま
か
ま

ら
で

道海

海
道海

別
北

公

北

根
路

厚
路

釧道海北

釧

釧
鶴

室

道

道
路

海

海

北

釧

西
北

停

半

路

路
居

内茶
釧

屈

別

道

道

子

春

海

海

弟
北

重
道
重

別

路

路

熊

春

釧

釧

道
複
道
複

道

訓

子
＝
子
＝

訓

府

府

津

津

別

別

海

海

海

北

明
北

雄
北

線

線

園中
網

網

釧

生

別

道

道

道

複
道
重

走

北

釧

走

走

路

網

道 辺
＝

留 蘂佐呂

端
走網

走
道海

網
北

線間

線
所業現

岸
木土

報

中
中

浜
浜

郡
郡

岸
岸
厚
厚

東
東

別
別

帰
帰

暮
暮

町
町

業現木土

目
目

丁
丁

３
３

地２番６里豊市室根所 でま先

屈

現

現

島

子

木

木
弟

土

土
阿
先
番

根

所

線
所

線

業

業
郡
ら
地

市

岸

寒
か
１

室

厚

居
寒
ま

里

浜

鶴
阿
先

豊

郡 中町

村
郡
で

村

地

内

雪
居

２

茶

字
鶴

番

西

野
雪

か

北

原
字

先

橋

裡 北
裡

ら

浜郡岸厚線場車
番

３
原

西北橋内茶町中

木
停

牛
土

土

地
地

線
野

番

所

業

業
場

野
現

現
車

原
木 上

付
付

川
川

野
野

線
所

線
海

標
標

別
別

郡
郡

郡
郡

上
字

豊
中

町
町

町
町

茶
茶

海

茶
茶

１
別

標
標

原
春

字

番
番

番
番

地

１

土

土

先

先

地

か

地

地

３

先

業

現

現

現

浜

路

木

木

木

土

阿
か
先

所

線
所

線
所

業

業

で

走

走
走

寒
ら
ま

網

網
網

字

字
字

阿
寒

市

市
市

郡
阿

見

根
豊

町
阿

潮

音
実

寒
郡
字
寒

内
番

舌
町

１
地

原
舌

２

番
１

辛
字

番

原

先

地
先

野
辛

地

先
ま

網線場車停

か
で

線
野

ま
坂八字市走

で
らか先地番

ら

北

走
網
網

線
所業現

野
木土 町

別
別

満
満

女
女

郡
郡

走 吉
吉

住
住

字
字

町
１

番
番

か
ま

先
先

地
地

番
番

地
地

前

後

前ら
で

ら
で
ら
で

か
ま
か
ま
か
ま

ら
で

第

でま

４

先

東
北

ま

２
東

で

番
線
地

前

後

前

前

後

前

ま
か
ま
か
ま
か
ま
か
ま
か

で
ら
で
ら
で
ら
で
ら
で
ら

らか先 らか

前

後

ら
で

で

か
ま

ま

先

ら

前

前

後

か
ま
か
ま
か
ま
か
ま
か
ま

ら
で
ら
で
ら
で
ら
で
ら
で

でま

先
地

地
１

１
番

番
２

９
線

前

後

前

後

前

後

ま
か
ま
か
ま
か
ま
か
ま
か

で
ら
で
ら
で
ら
で
ら
で
ら

らか

後

前

後

ら
で

か
ま

先
先

ら
で
ら
で

か
ま
か
ま
か
ま

ら
で

号

複
般
複

重
一
重
国
＝
道
＝
号

道国般一 号



央
札

札

売
」
支

部
東

２
支
幌
同

さ

」
幌

り
、
部

定

ば
同
、
豊

北

昭
）

海

新
道

の
平

道

和

富

一
成

告

士
号
町
交

部

示

年

１
点

を
年

第

北

丁
）

次
３

日の

１
２
２

海

区
釧

か
平

道
路
道

路

ら
成

路

路

若市

の
線
の

２

松

図係関のそ
週
年

種

区

町

更
面
間
３

類
名
域

北

道
し

海

海
養
北

、

道

路

道
老

同

告

釧

法

路
牛

条

示

土
虹

第

第

木

昭

別
現

２
和

連
釧道

風
海

上
北

平

中
路

成

西
木土
別
現

年

き

平 、

項
幌

」

の
札

部

人

同
支

団
食
幌

社
市
札

北
生
支

人
衛
石

法
品
白
同

、
手

道
会
」
幌

海
協
部
札

品
合

稲

食
連

目
ま

の
月

道

２
で

号

よ

番

告示
う
日

地

第
に

先

改正

一

す

般

号

国

る
道海北

。

後

収

前

入

２

、
月

番

一

地

般
日

道
釧

先

の

道
路

か

縦

鶴

ら

覧

居

釧

に

弟

間
市路

す

屈

供

子

変

る

線

更

。

後前

路道部設建道海北、は 備整

の

課

業

項

線
所

号

年
の

川
川

法
規

上
上

定

郡
郡

律

標
標

第
に

茶
茶

よ

町
町
虹
虹

り

別
別

平
号

原
原

）

野
野

成
第

番
番

年

１
５
地
地

４
条

先
先

月
第

ら
で

か
ま

１

線
所業

月３

厚
厚

野
野

岸
岸

付
付

郡
郡

郡
郡

日

中
中

海
海

浜
浜

別
別

町
町

町
町

金

新
仲

中
中

曜

東
浜

別
別

川
の

西
西

日

１

）

目
地

番
番

丁
番

３

先

地
地

ま
先

ら
で

地

か
ま

で
番

先
先

か

協
務

」

生
事

部

衛
会
同
支

の
」
幌

会
所
札
、

項

支

事
、
南
同

」
札

中
同
部

海
札

厚

北

、
幌

品
支

部

食
西

支

道
幌
同
別

紙証 の元売

ま
か
ま

り

で
ら
で

海

ば

北

さ き

道

人

知事

及び

高

売

別 敷地の 員
らか

幅

海北

延

事知道

長

現木土路釧道海北び及
か
の
日
項
１

備

高

に所業
ら
規

後

前

後

の
よ
路
に
道
定

供
り
用
、

ま
か
ま
か
ま

を
道

で
ら
で
ら
で

始
の
開
路

す
区

らか

る
域

後

前

後

前

ら

ら
で

か
ま
か
ま
か
ま
か
ま

ら
で
ら
で
ら
で

北

北
び

生
」
幌
及

衛
部
札
」

会

支

協
、

中

、

幌

」

札
同
部
同

令
令

が

政
政
。
道
と

重
一
重

り

複
般
複

橋

さ

国

ば

＝
道
＝

は

き

号

る

人

み

の

２

指

い

種
契

資

役

の

の

資
次

務 類

道
般

国
一

橋

と
道

等
国

の

は

重
号

る

複

み

間区

規

１

北

地
定

競

海

に
平

資
平
争

道

よ
成

格
成
入

方
立

札

示告、てい置え

自

及

り

畜

変りおとの次
。
を

治

道海

清

幌

幌
２
札

札

公

う

第
第

行

支
り
食

田
売
市

指

第

争

４
４

競

の
の

名

条
条

の
に

に

項
項

札

２
１

入

第

指

に
す

る

定
定

す

規
規

関

に

の

、

れ

は

ず

務
格

よ
る

格

類
件
当

定

該

種

に

も
要

北

こ

も

験

下

る

る

す

め
約

の
平
場
北
格
道

。

と
成
空
海
資
海

と

調
道

す

房
畜
と
畜

る
年
暖
立
」
立

。
３

、
年

び
年
に

産

一
３

調
度
参

法
試

般
月

達
に
加

施
験

す
お
す

行
競

場

令
争
日

る
い
る

告

入

役
て
者

示

札

務
北
に

昭
第

に

の
海
必

和
３

参

種
道
要

号

令
す

畜
資

政
加

類
立
な

年
者

試
は

第
る

産
格

畜立道

を
き
生

」
ば
衛

部
さ
品

報

社
、
項
り
の
会

削
人
協

法
成

同
団
平

人
江
北
別
海
支
道

止

争
な

停

競
で

を

り
者

名

。

て

へ
と

れ

札
こ

さ

入
い

と

排

こ

を

い

加

な

参

い

の

う
試

月
設
産
い
産

さ

。

除

備
試

に
守
場
）
場

日
保
験
。
験

暖

暖

般
検
調

調

一
点
空

空

入
委
設

設

争
務
房

房

競
業

守

守

の
契
保

保

札
託
備

備

験
、

を

検

検

告

点

点

公
約

号
に な

締
定

以
要

が
に

。
必

場

資

北

結
め

下 令
を

道

よ
も

政
格

海

し
る

と
め

畜

と
と

」
定

立

う
の

う
。

試

る
、

い
た

産

す
し 当

第

長

定
契

）

場

に
該

。

験

試産

幌
幌
幌
幌

札
札
札
札
札
札

幌
幌

験

清
南
西
手

市
市
市
市
市
市

厚
豊

場

食
品
品
食

別
平
田
食
食
稲

食
食

告

衛
生
生
衛

品
品
品
衛
衛
品

衛
衛

示

協
会
会
協

生
生
生
協
協
生

」
品

部
食

会
会
会

会

協
協

幌
幌
幌

を
衛
札
札
札
札
札

生
幌
幌

北
東
白

北
協
市
市
市
市
市

の
品
央
食
食
石

海
会
食
中

衛
品

食
事
衛
食
品
品
食

道

協
衛
生
生
衛

品
項
生
品
衛

協

生
次
会
生
協
協
生

衛
の

会
次

会

会

協
に

協
会
会

第

江
の

業

こいなで者るいてれ

託

託

北

委

委

う

務

務

行

業

産畜

格

立

資

道

の

海

め
約

試

以

田

る
に

に
調

５

村

約
り

の

契
よ

条

一
る

項

る
す

１

千

係
達

第

別
１

の

般
役

秋

部
項

支
事
」
を
に
加

号

る
。
め
る

改
え

。



６
作
資

平

再
成
格
資
資

成

格

申
し
の

格

請
た
有

の
の

申再

年

請
を
申
効

有

を
企

再
次
行

格

を
ア
イ

ウ

こ
格
小
有
業

申
の
う
資
中
を
企
す
組

請
審格資５

い

４

査

ず
と

び
て
格
申
申

及
め
資

ア
イ

る
査

出

請
請

協
い
審

提
提

３

組
と
の

先
出

業

年
つ
規
て
す
経
中

法

資
中
以

い
定

第

企

は
る
済
小

格

律

小
下

業
中

、
資
産
企

要
等
件

小

当
格
業
業

成
る
海

労
雇
平
い
北

を

で こ
道

働
用
安
し

有

全
て
年
と
内

３

効

し
請
期

効

月

期

よ
書
間

期

う
類
及

間

日

す
提
当

、

と
を
び
間
は

金

る
出
該

資

曜

者
し
期

格

日

は
な
間

を

）

新

る

４
れ
更

す

、
け
の

有

な
手

と

の
ば

業
る
合

の
ら
続

認

法方の

か
で
す
等
者
又

の
れ
が
有

同
あ
協

に
き
る
協
で
は

事
当
。
の
組
る
業

由
該
る
者

る

該

の
合

す

当
合
も
組

で

格
業
限
あ

者

資
企
に
で

き

係
合
。
資

引

に
組
る
る を

請申再の

続

る
を
）
格

き
申

の

の
の

先

き

営
除
を

在
名

時
方

に
。
請

所
の

合 て

期

っ

時
期
法

称
地

あ

の

、

び
平
提
な
北
北

は

及

わ れ
道
道

設

方
成
出
け
海
海

先

立

法

指
な
畜
川

の

年
の
ば
立
上

試
新

に

月
示
ら
産
郡

際

３
に
な

資
協

）

の
協
企

該
要
局
等

号

の
が
同

特

第

同
業

中
件
長

例

協

企
う
行
組

３

組
等

小

法

第

法
同

業
ち
う
合

条

合

官

組

等

需
３

項

昭
合

協
及
公
第

１

適
条

第

和
」

同
び

と

組

組
４

号

年
い

合
に
格
第

７
。

は
げ
合
号

に

法
う

又
掲

に

げ

第
）

協
る
の
に

掲

律

１

社

生
る
月

本

衛
い
３
。

と
日

、

法
こ

に

等

和

在

店

昭
。
現

支 点

律

て

拠

法

い

業

年

お

営

引

を

第

、

旨

請
い

た

申
な

め

号

き

置

出

が

提

知

の

通

類

の

書
。

該

か

当

日

、

た

に

っ

先

あ

提

ら

北

。
更
す

資

業
く
変
有

出

１

で
た
者

を

相
）
し
る

格

を
る
の
そ

よ

、
あ
も
で

得

続

す

又
格

構

と

併
資

の

う

合
す

を

も

譲
有

員

る

は
を

成

、

よ
者

更

は

に
る

変

の

渡

格

日
よ
い
験
得

資

り
で

し

を

り
。
場
町

す

）
成

務
新

有

金
作

総
字

者

ら
た

総
西

る

か
し

部
得

あ

月
請

課
線

で

４
申

務
５

る

７
書

の

を

地

も

日
類

番

掲
成

ま
す

構

）
出

が

水
提

及

業
資
証

び

組
格
明
げ

る

企

業

）
中

合
要
を
る

協

号

次
は
す
業

組

第
小

が
件
有

合

条
業

の
適
る
組

合

３
企 団

い
用
と

体

ず
し
き

以

に

い

下

定
の

れ
な
。
以

下

規
組

か

織

に
。

協

す
関

当

業

組

中
に

該

企

業

る

き

事

）

続

く

す

す

組

合

小

く

以

で

づ

年

者

基

２

業

に

上

あ 。

ラ

暖

と

イ

調

こ

ボ

空

る

の

守

」

保

士

備

技

設

ー

房

先

の

指

に

の

海

り

契

よ

る

に

め

示

定

道

札

第
う

公

以
保
入

。

入

証
札

）

審

承
の

も

格

継
そ

た
札
下

再

者
員

の

た
成

査

し
構

の

申
４

５

請

資

札

海北
札
入

入
開
開

入

入

に

過

と

の

こ

員

で
る

道
執

守

２

３

占

行

を

り

数

よ

半
契
履

札
成
検
約

入
平
点
契
業
の

調
」

と

業
る

る

合

」

企

達

に

い

う

協
律

き

と

い

等
法

と は

和

２

。

組

）
昭

、

う

。

同

に
に

）

合

１

北

次
海

の
平

入

道

と
成

札
調
北

立

に
達
海

お
畜

す

を

有

務

を

業

格

検

資

点
７

者

ん

る

営 格
格
を

に
有
資

格

約

資
資

金
保

第
条

係

の

消
を
証
７

費
納
金

報

等
す
納
び
か

税
付
の
及
条

こ
の
海
第

」
る
付
北
ら

道

と
と
免

規

う

、

ま
務

い
。
除

条
財

加参に
）

付

の
則

。

納

で 定

、は者るすとうよし
相

方

日

の

保

行
札

札
札
札

そ

昭

時
所
時
金

所

証

場
場

日
場

日び及
所

同

海
海
成
に
に

時
北
北
平

同

道
道
川
畜
４
。
。

上
立
年
じ
じ

西得新字町得新郡川上

郡
産
月

線５

北
委
項

を
約
行

参
年
務
条 示

る
期
場

す
海
託
を

す

加

間
所

者
立
資
す

役

る
道
の

必
産
を
所

の

に
畜
格
場

務

験
す

様
平
北
北
要
試
有

仕

道
道
資
場
る

等
成
海
海
な

川
畜

示
と

年
上
立
格
告
こ

札
月
郡
産

第
。

入
４

り
年

付
を
道

産

一
３

す
す
立

試

般
月

る
る
畜

験

事
役
産

競
場

争
日

項
務
試

告

入

の
験

示

札

名
場

第

称
空

４

以

及
調

号

数
房

下

び
暖

期
る

は

有

効

札

備

入

量
設

者

の
般

１

る

間
一

、
の
す が

更
競

の
喪

規

札

定

に

入
新
に
失
２

争

約

る

札

契

す

落

る

定

の

め

当

法

め

の

係

格

定

に

資

決

額

等

る
和

を

は

と に
海

む

地

ろ
北

含

、

こ
年

の

治

る
規

）

自

よ
道

。

方 法

。
則
施
第

分

行
。

５

令
号

の

第

約契たっも積見の者の 額金

昭
以

に
消

新
試
町
場

得
験
日 後

得
議
午

新
会
）

字
中
金

線

時

５

１

西
室

畜立道海北地番

地番

分

新
試

３

務総場験試産

説 書
か
町
場

に

明
日
得
験

号

よ
平
新
舎

定

に
ら
字
庁

規

西

る

る
成
得

す

。

道

３
線

海

年
５

北

月
番

立

守

」

保

で

試

ま

産

日
地

畜

海

務

。

北

業

う

検

い

点

と

試

す

産

施

畜

実

立

を

道

）

も

件

日

る

要

長場

。

験

る

す

あ

当

と

で

該

で

の

に

ま

、

こ

め

い

。

た

な

る

る

し

の

た

間

っ

期

な

効

と

有

と

和
下

相当

財

す

政
務

る

年 令
規

額

号

」

上

第
則

以

号
と

の入

）
い

部

税費消方地び及税費

設房暖調空場験

課務総

新

き

更

と

秋千村田

保備

な

を

わ

格

行

資

、

、

は

は 。

。

う

い

失



北

次
海

の
平

道

と
成

立

お
北

り
年

方

一
３

建

札
、

入
は

所

の
細

こ
詳

イ

約
名

る
捨
業
す

者
契

イ

ア

金
札
あ
に

額
て
者
る
落
で

額
者
る
関

札落ア
を
た
で

決
加
金
あ

９ 約

開
に
入

て
契
要
そ

号

っ

の

作

げ
金

札

札
書

掲
札

入

の

則規務財

６

７

８
第

時

有
成

る
額

札
交
交
便
便
札

入

郵
郵
落

平

説

等
等
者

成

明
付
付
に
又
の

書

よ
は
決

年

般
月

築

競
総

争
日

合

入
研

札
所究

以
告

下
第示

入
３

札
号

説
び
札

及
入

在

と

海

」

北

郵
電
、
に

は
書

約
明

地

契

道
告

便
話
調
よ

立

号
号
手
。

番
番
達
る

北

続

方

の停

－

建

－
止

な
を
る

算
額
る
を
と
か
す

免
札
っ
申
事
称

し
）
か
入

を

金
も
税
書
た
し
務

た
を

は
る
担
北

額
っ
事
に
者
出

て
業
記

す
道

当
落
者
載
、
こ
当
海

札
。
る
立

該
札
で
す
落
と

格
る
こ
決

組
畜

金
価
あ
る

の
試

に
と
か
と
定

織
産

額
った当に定

１
す
を
。
後速

名
験

に書札入、はて
に

に

効
の

入
等

記
円
る
問

い

入
否

他

及
係

お

な
要

札 の
費

、

に

こ
消

て

札

び
る

規

。

告
等

に

る

公
税

２

限

め
扱

す

し

定
取

定

）

に
の

資

者

る
い

る

た
りよに定規の項１第条

場
方
る
電
定

め

格

を

入

定

の

３

交

入
報
方

月

付
所
法
札
に
法

に

よ

日

関

る入

す
３

金

る
に
の

札

曜

事
同
場

は

日

項
じ
所

、

）

道

す

い

付

な

交

め

。
で

認

築

を

建

）

方

。

北

う

立

い

所

。

究

る

研

す

合

施

総

実

辻長

築

４
等
－
が

総

あ

北

合

り

海道

得

研

上
内
る

究

郡川
線
。

所
示

新

の
わ

や

称
場

得新字町得

に

び
務

満
で
ず

か

及
総

未

総

端
入
見

消

所
部

の
、
、

の
も

税

地
務

数
札
積

費

在

る
加
た

の

あ
参
っ

等

課

が

金

事

き
る
約

税

と
す
契

課

そ
、
の

者

、
は
額

業

は
者

金該当に額金たれさ載

で

の額
の
消

す
し

者

関
有

札

に
を

落

札

。

件
者

る

条
い

す

る
な

と

た
札
し
入
反
た
違
し
に
の

限制の格価定予た

入
、

る

。

で

務
札
財

内囲範の

。

北

４
司博

線５西

査

道
約
審

海
契
北

者
の
ア
イ

ウ

地番
は
審
ア
査
申
申

申

条

あ

金
等

か

の

数
税

る

分

端
費

免

額
の

当

業

切
税
相

事

を
課
に

税

３

り
事 道

当
と
上
サ
件
こ

こ

ー
条

の次す当相に５の分
平

は

い

の

成
が
該
。
川
ー
付

効
第
無
則
、
規

と
２

。
各
るす

条

低最
借

５
か

納
札

ア

イ

入

もを格価の 達

平
月
ら

に

調

道海

１ 入

ア
イ
ウ
エ

公

を

旭
条

達
情
ワ
レ
顕

札
調

示
っ

市
を
行

川
項

は
所
東

き

丘
場
と

が
す
た

海
結

丁

北
査

３

審

条

、

１

か
を

請

の

立
を

１

道
果

目

ウ
請

類

の
ら
申

書

請
請

５
で
な

提

の
ま
し

の

２

の
の

期
法

先

定
に
け

出

規

時
方

る
る
な

な

よ
め
ば

に
定
れ

便
海

条
と
ら
平
提
い
郵
北

先

番
道

件
こ
な
成
出
。

ろ
い

ビ
一

一
に
。
年
の

号
旭

付

行
物

支

入

管
・
競
札

年
う
品

庁
ス
般

海
名
関

内
メ
争
は

北
指
に

テ
札
地

道
競
し

に
ン
入
、

入
要

店
ナ
参
方

告
争
、

本

資
治

第
札
求

又
ン
加
自

示
に
仕

は
ス

法

店
体
の
施

号
関
様

支
の
格

令

規
る
に

制
審
行

に
す
書

とこるす当該もにれず

エ

参

定
指
記

営
が
査

。

成
日
ま

加

上

入

期

場

５
限

平

る

年
を
で

す に

月
度
平
成

者

に
成
年
所
必

間
日
当
ら
契
５
月

な

か
該
年
５

要
北
資

平
約
月
日
海
格

成
期間
日
を
道

等様仕の等品物るすを

ー
ー
微

に

入

年
を
か
限
立

ー
画

す
管
ク
ザ
鏡

付
を
報

す
る
理
ス

報

貸
ス
ー
リ
処

る
賃
シ
テ
プ

ム
ョ
タ
シ

借
テ
シ
ン
理

事

ム

等
器

テ

品
機
ン

ス

項
物

北
申

番

及称

器

名

機

の

方
請 す

合
知
総
通

築
に
建
者

号

部務総画企所
。

究
る
研

よ

３
指

川市

般
り

月
示

競

に

－

、

が

争
２

日
よ

丘

入
の

り
金
作

東

札
び

か
し

条

あ
及

）
成

１

で

ら
た

３

る
掲

月
請

目

で
に

４
申

丁

の
る

日
類

番

入
げ

７
書

１

、 札
資

を

を
の

所
備

昭

す
名
載

業
整

物
停
要

）
さ

和

る 品
止
件

を
れ

を

し
い

政

の
さ
等

有
て

年

こ

第

貸
て
満

、
る

令

賃
れ
借
い
た

当

の
な
し

該
と

い

達
証

。

資
い
て

調
を

号

し

下

を
と
る

物
明

以

格
こ

す

と

に
た

有
。
こ

品

月
長
平
に
方

３
延
ら
度
北

す
成
当
建
該
築

日
る
で
と
３
約
合

ま
こ
年
契
総

間
究

。
が
月
期
研

た
有

長

し
得
ま
延

だ
り
日
を
所

算

た
る

予
。
。
す

、
る
で

様仕求要び及書明説札

４
一

び

る

の

だ
こ

よに書

同
同

量
式
式
台
式

数
一
一 同

価単のりた当月１

第

）

課務総

加
を

）
出

参
格

水
提

号

に
る

け

よ
す

で
な

し
有

ま
し ら

う

な

す
ど

ば

と
か

れ

う

し
で

令

る

を

関
者

政
る
か

迅
る

と

と

明

、
あ

」

こ

証 者

な
と

う

た

速
こ

い

。

し る

タ

第

あ

フ

）

で

ア
。

。

り

内

予
有

囲

、
が

範

し
と

囲
。

平

範
る

、

の
得

で

算 内

成

。

、

年

で

号



ア
イ

平

者
契

成

で
約
名
所

札落イ
あ
に

年

者
る
関

事
当

に
入

る
捨
税
相

号

ア
金

を
た
業
す

掲
札
落
額
て

札

げ

決

る
額

加
金
者
る

の札開 時

９

囲
札

交

で
と

落
財
内
者
契
要
そ

低
る

者

書

規
最
す

札

約

務

６

７

８

第
の
。

の

作

付

則

札
除

便
札
交

入
免
郵
郵
入

又
明

等

保
す

等
説

便

開
開

金
。

は
書

に

札
札

付

証
る

５
立
行

道
執

海
札
入

入

北
入

北
の
札

札

３

在

か
す

月

を
る
申
事

日

出
を
称
地

し
務

金

る
担

曜

こ
当

日

と
す
北
郵
北

）

旭

組
道
番
道

。
る
海
便
海

の
北

川

織
立
号

決札落、は者たっなと

市

後定

名
方

あ
額

定

入
等

算
額
で
金

速

係

た
を
る
を

に

札
に

し
）

札

た

び
る

金
も
か
入

当

及
費

て
税
書

っ

こ
消

額
っ
免

て

の

札
業
記

は

公
税

当
落
事
に

に
の

金
価
者
載

、

告
等

該

あ
る

札

定
取

額
格
で
す

入
い

１
す
る
こ

書

め
扱

に
と

規に２、ていおに

に

る

記

入

円
る
か
と

資るす定

価

の
格

決

成

格
条
定

の

方 法
法

月

否

他

１
１

方

要

第
り
規
た
の
当
項 り

所

価
よ

場

単
に

の

の
定

よ

及

電
の

め

交

を
定

で

）

契

に
付

る

場
日

場

び

報
交

時
保

札
る
関
所

約

よ
に

入
は
事
４

金

札
る

証

入
す

所

じ

同
同

認

同

に
に

、
項
に

方
場

い

。
。

な

。

じ
じ

め

所

時

総
び

築
及
場

日

建
所

成

所

北
北
平

究研
時

合
日

企

海
海

画

道
道 方

月

務

川
北
４

総

旭
立
年

部

市

が

称
建
－

及
築

丘

び
総

３

地
究

条

在
研

１

所
合

東

務

番

総

１

画

目

企

丁

所 部総

号

北

税課の等税費消にかや

札

未
の
を
。

で

務

者業事

関

の
、
わ

さ

に

満
で
問

載

る

数
札
、

た

す

端
入
ず

れ

件

あ
参
積

額

条

が
に
見

金

違

と
す
っ

当

に

る
加
も

に

し

は
者
契

金

反

き
る
た

該

入

そ
、
金

の

た

、
は
約

額

入たしの者いなし有を 、札
札

の
消
額

る

て
予

す

っ
た

付

も

務財

格
札
価

。

入
定

有 に
り
札
た
入
当
な
月
効
１

。

る
単
限
の

建

総 課

丘
総

務

が
築
日 後

条
究
午

１
研
）

東
合
水

目
目
時

丁
多
１

３
所

１
的 ー
番
ホ
分

課

号
ル

道海

３

者
か

条

公

は
の

あ業事税免かるあ
件
こ

費
の

分

こ

の
付

、
審

条

る

の

は

端

、

数
税

５ 相

の

効

額
に

に

分

無

金
等

と

を
係

当

す

切
る

２。る

す
り
課
に

札
の
平
道
当
こ
当

入
次

る

第則規

価

に
い
成
が
該
と
該

各条

の
者
限
た
制
し
の
）
）
。

範
落を

人

調
納
契

納

１

事
１
達

北

次
海

の
平

入

道

と
成

調

教

達
札

お
育

一

ア
査

の

の
の
細

こ
こ
詳

競

ら
申

の
札
般

か
を

５
入 は

報

地
入

ま
し

の
、
争

ウ
請

２
自
参

に
け

定
方
札

で
な

規
法
資

め
ば

よ
治
加

定
れ

に
行
の

と
ら

条
施
格

る
な

る
ろ
い

。と

付
令
審

こ
な

件

行
調
を
調

一

査

参
ず

物
明
物

加
れ
年
う
達
証
達

も
海
名
品
し
品

す
に
北
指

者
関

者
該
道
競
に
た
に

る

示
入
し
で
し

に
当
告
争
関

要

要
る
第
札
、
あ
、

必
す

に
迅
る

な
こ

な
と
仕

資
と
号
関
速
こ
求

部

規
る
ア
。
様

格
。
に
す

情
月
を

定
指
フ

書

課務総

賃

シ
た
る

報
当
す
入
約

入

単
借

テ
の
貸
期
期

場

ス
り

係
）
品

に
価
物
日
間

所

ム

の
平
平
範
と
北

る

等

の
こ あ

道

用

仕
成
成
囲
が
海

汎

内

コ

様

ン

等
年
年
で
り
教

り
年

を
に

委

一
３

す
付

員

般
月

る

会

賃
す

競
教

る

争
日

貸

育

入

借
事

長

札

項
物

告

品

示

道

以

等

第

教

下

の

７

名

号

育

入

称

委

の
入

示
札
、

告
入
は

札

及

は
は
明

容
行
説

内
執
札

の

る

で
開
よ

定
公
に

予
、
書

番
、
。

話
り
る
。

電
あ
す

号
変

り
競
和

よ
般
昭

に
。

、
争 で

令

の
札
政

２
入
年

及
あ
第

び
るの
号

入
下

掲
、
以

に
で
。

第

る
札
げ

サ

載

る
を
ー

記

す
名
タ

に

の
さ
ビ

要

品
止
ー

の

物
停

メ

を

貸
て
・

等

賃
れ
ス

件

資
い
テ

た

の
な
ン

満

借
い

ス

い

を
と
ン

て

格
こ
ナ

し

５
５
平
得
育

す

の

る

有
。

。
企

ュ

月
月
成
る
庁

ピ ー

入
６
６

説

か
５

総

タ

札
日
日
年

画

と

）
平
５

部

接

明
木
ら
月

務

を

職

す

及

成
日

教

続

書

る

び

末

求

３
度

課

端

要

年
限

員

当

び

機

仕

月
に

及

及

様

」

び
び

書

日
該

北

員

と

数

会

う

北

い

量

教

。

海

育

を

教

）

道

長

実

育

告

す

員

施

委

示

更

長育

。

教

る

会

するこ
－
とが
－
有り 。

線
る
内
得

資
に
政

加
」

格
参
令

有
し
と

を す
よ
い

号

ど
す
）

か
と
。

る

う
う

第
る
う

証

と

が

を

こ

制

と

る

体

こ

て

者

れ

た

さ

し

備

明

。

整

で
約

道

周

に

ま
契

海

い

で

た
間

育

機

る

。
期

教

辺

よ

画

し
延

企

等

だ
を

庁

器

。

算
る

務

式

予
す

総

３

、
長

夫秋馬相



る

の

げ

札

掲

開

に

要

そ

号

時

８

９

１

月

便

の

た

郵

郵

落

北

項

当

契 書

道

等

規

り

便

札

約

海

交

に

の

作

付

財

又

定

の

等

者

７

務

は

に

単

と

入

保

北

ろ

説

以

証

入

年

こ

札

交

保

を

海

に

明

下

札

金

に札入

５

６

参

証

消

納

道

よ

書

付

執

幌

札

入

入

開

開

札

入

入

札

札

条約契４

中

行

札

市

項

央

の

札

札

審

ア

イ

ウ

平

申

申

申

査

成

請

を

書

行

請

請

年

こ

て

び

い

及

お

札

に

入

の

定

に

規

告

に

公

２

の

、

他

よ

価

格

入

資

る

る

め

す

定

方

則

報

り

）

よ

決

成

規

電 に

定

を

る

定

の

た

っ

否

昭

よ

め

も

入

方

要

入

予

て

和

法

札

る

法

は

価

札

年

札

定

入

海

の

、

格

北 道

場

認

有

則

で

な

月

な

規

所

め

１

効

費

付

規

る

の

第

交

い

当

入

第

付

場

の

税

す

則

。

交

金

に

納

等

る

付

」

こ

い

。

。

す

の

と

と

号

関

所

、

。

下

事

４

除

う

以

る

免 納

）

項

に

規

。

方

当

務

じ

付

相

財

同

者るすとうよし加

法

額

場

保

者

は

を

則

のそ、は

３

及

証

場

日

場

日

北

所

区

時

西

日

所

時

所

時

金

条

び

丁７

同

同

幌

成

に

に

目

札

平

北

市

道

央

４

。

。

海

中

年

じ

じ

類

っ

教

区

月

所場す示を

３

の

た

の

の

月

提

と

時

方

出

き

日

期

法

先

は、

金

な

審

曜

平

提

い

郵

北

査

日

成

出

。

便

海

結

）

先

番

道

果

３

指

育

申

年

の

号

教

を

庁

請

月

示

い

る

な

す

し

関

有

に

を

札

入

反

た

違

し

に

の

件

者

条

た

札

務

札

財

入

、

た

札

し

付

。

単

る

。

る

の

限

号

す

り

に

）

）

下

価

。

以

。

を

規

限

者

務

制

た

財

の

し

内

者

と

囲

札

」

範

落

則

の

政

む

と

、

含

」

う

で

と

い

の

。

第

）

う

令

。

い ）第

条の

分

７

の

第

北

相

ら

び

に

か

及

５

条

約契たっも積見の

海

当

額金 費消

道

す

税

育

北

企

条

庁

３

日 前

務

丁

午

総

７

）

画

西

月

部

目

教

階８館

課

別

員

庁

職

道

時

に

－

企

者

画

に

日

よ

総

通

り

る

）

成

札

部

す

金

作

務

知

員

ら

た

市

職

。

か

し

幌

教

申

中

書

区

日

請

央

課

ま

提

条

）

を

３

水

類

北

北

効

第

無

則

、

規

は

で

出

西

と 。

各

るす

条

最

す

氏
住
氏
住

ア
イ
ア
イ

価

第

の

。

）

低

る

。

格

条

１

２

３

第

１
キ
札
成
札

落
）

落
平
落

入

者

札

昇

又

降
ー
者

上

で

規

以

ま

務

額

条

財

る

定

の

の

則

札

和

るめ

昭

入

北

次
海

の
平

道

と
成

教

税費消方地び及
こ
詳

こ

お
育

室議会号２

の
の
細

落
あ
部
契

で
一

ア
イ

し

７

費
札
る
に
約
名
所

消

け

目

な

丁

海

らなばれ

道

額
た
者

公

札
札

加
額

に
で

入
落
を
金

海

有
北
株
北

名
所
名
所

あ

美
社
札

会
道
会
道

限
海
式

北

た
市
海
市

き
唄
北
幌

社
条

北

１
器
区

の
西
楽

ー
は
３
は

は

式
ボ
又
年
又

１
意

意

行
ド
随
月
随

随

平

約

ほ
か
契
日
契

契

棒
ほ
意

る

相

相

係

の

の

に

か

約

約

手

手

物 等

目
目
を

の

品

品
品
方

方

定

名

の

決

氏

名

り
年

庁

一
３

入
は

空

般
月

札
、

知

の
入

競
教

執
札

争
日

育

入

行
説

局

札

は
明

告

に

、
書

示

公
に

道

よ
第

開
よ

教

り
６

落

す
る

号

る
。

育

、は約契び及札入
。

札

続手達調

庁

と
を
税
関

者
か
免
に

の

者

事

っ
し
業
る

在

な
申
事
す を

称
地

者
る
が
務

た
出
者

。
と
当

、
と
る
担

は
こ
い

便
話

札
た
き
す
北
郵
電

落

、
組
道
番
番

決
だ
は
る
海

の者業事税課等税
定
し

相

後
、
共
織
教
号
号

出申

定
額

し
を

当
る

決
金

算
）

免

に
に

た
も

す
か

報

る

額
て

金
税

当
係

金
っ

る を
業

っ
消

落

額
事

た は
税

該
価

入
者

て
費

当
札

額
と

書
あ

、
等

金
格

札
で

記
か

札
取

に
す

に
る

入
の

に
い

円
の

載
を

書
扱

１
る

目

４

丁

西

１

条

北

８

す
問

番

目

１

丁

住

及

た

び

称

点
点
し

及

号

教道
量
海
数

所

北
び

日

教
唄

知
美
空
道

庁
海
育
北

及

長
学
局
護
育
養

空

び

知

意随

教

契

育

の約

局

相

告

方手

示

得り有が等止停

定決を

速
落
同
の
育

し

。る

や
札
企
名
庁

か
者
業
称
企
－
－

に
が
体
及
画

－

消
共
消
び
総

費
同
費
所
務

税
企
税
在
部
札

体
免

職
市

等
業
等
地
教
幌

課
央
線

課
の
税

員
中
内

の 税
場
事

事
合
業

区

業
で
者

北
－

、

る
わ

記
未
で

者
あ
申

３

札

と
、

さ
の
入

こ
ず

載
満 が

参
積

た
数
に

。
見

れ
端

た

に
る
す
っ

額
あ
加
も

金
は
は
月

該
き
者
１

当
と
る

そ
消
た

額
、
、
当

金

第

の
費
り

の

昭
る係

尾
に築

松
改校

の

。た

購
房
品物

を

７

あ
て
書

西

で
っ
出

条

免
の
出

目

か
そ
提

丁

る
、

と

業
員
こ

事
成
る

税
構
す 。

者
の

端
税
契

金
に

の

約

数
等

分
額
係

５

金 の

を
る

に

額

号

切
課

相
り
税

当
捨
事

す

分

る
て
業
の



次

資

平

の
平
格
道
当

成

い
成
を
が
該

有
行
調

参に札入２
ず

年

加
れ
年
す
う
達

ソ
を

ー
達

パ
調
納
納
契

１
す
ナ
要
入
入
約

を達調

協

北

次
な
定

海

の
お
の
平

入

道

と
、
適
成

教

札

お
こ
用

育

り
の
を
年

に

庁

一
入
受
３

付

空

６

７

８

意
方
約
名
所

一
平
随
地
契

契
自
に

在

同
般
成
競争
年
約
治
関
称
地

４

５

入
北
に
法
す

約
１

落

契

札

の
の

金

相

額

手

又

３

に
北
る
指
物

月

も
海
こ
名
品

該
道
と
競
に

日

す
示

入
し

当
告
。
争
関

金

る
第

札
、

曜

に
迅

こ

日

と
号

関
速

）

平

指
フ

は

る
ア

。
又

す
な

な要必に者るす

成

名
タ
を
ー

格資

品
ン
物
期
場
期

コ
る

ル
す

の
と

ー
の

ュ
等
限
所
間

ピ
様
平
北
平
範
が

タ
仕

内
り

職
等
成
海
成
囲
有

道

業

唄
６
、
る

科

年
美
年
で
得

称名の等品物る
高
入
６

量数び及

け
月

１
校
札
月
聖
月
平
。

般
札

知

す

競
に
る

教

る

争
係
。
日

育

入
る

事

局

札
調

項

告

達

示

以
は

第

下
、

７号

入

海
よ
施
る

と
月

」
４

札
年

般
の
道
っ
行
事
北
北

一
札

道
道

競
公
教
た
令
務
海
海

争
告
育
理

を 当
育
見

入

庁
由
昭
担
教
岩

す
庁
沢

札

空

和

知 育

政
組
知
８

教

年
る
空
市

告

第
の
育
西

局

令
織
教
条

名
局
５

示第

号
称
企
丁

方
随 約

意

決
契

随

を
意

円
円

は る

続

係

手

に

た

約

し

契

定

北

止
ー

年

停
サ

額金約契

メ

告

て
・

道

れ
ス

海

さ
ビ

こ
ナ

５

い
テ

第

な
ン

示

い
体

定

の

規

。
ス

に

と
ン

号 す

北

用
説
１
華
１
成

る

制

）
明
日
高
日

書

等
か
年

）
校
平
月

一
及
火
学
ら
５

式
び要

及
成
日

求

び

様

海
３
限

台
仕

北
年
を

書

道
月
度に

台
に

新

２
る

津
ま
約

×
よ

十
日
契
で
期

）価単のりた当月

北

校
。

川

い

育

）
ラ

教

。
マ

道

う
日

海

で

知

施
ュ

空

実
シ

庁

を
ケ

長

さ

局

。
成

育

る
作

教

す

総

２

）
及
画
目

政

松

たれ

所
務

号

第
び 在

課

号６第項１第２の
地
条

の

備

品

整

物

が

の

海

の

い

借

て

貸

れ

賃

さ

道

北
項
の
契
要

１
り
９

公

札
道
規
価
約

落８
海
の
単

高
だ
延

業
た
を

）

農
。
間 こ

校
予
る

学
、
す

等
し
長

６

７算 説

開
開

札
札
交
交

入
入
入

す

房

関に

昭

達調

尾

府

保

４

５る 執

約
審

海
札
入

入

契
北
入

イ

ウ

。るよに程規

査

道

申
申

申

る
る
な

よ
め
ば
ア

３

条
と
ら

こ
付

こ
当
る
件
こ

る

あ
条

に
を
作

財
定
）
書

の

と
該

成

規
よ
も

務

報

定
て
の

則
り
っ

予
和
た
札
否

昭
め
入
要

入

海
格
な

北
価
効

年
定
有

道

札

規
１
札

法方定決の者

の

保
金
書

札
札

付
付

証
明

免
付

証

場
日

場
方

、
交
は

す

所
時
金
す
関
所
法

除
に

。
る

る
事
４

同
同

同
場

に
に

項
に
の

じ
じ

じ
所

月４年

行

見
の
札

札

項
を

岩
行

条

場

日

た

市
所

示
っ

沢
場

を

所

時

き

条
び

場
と

８
及

す
丁

室
知

、

５
時

は
所
西
日

査

目

北

教
平

審 結

海
送
育
成

果

北

道
付
局

件
こ
な

請

を

海

岩
に
企
年

一
に
。

類

付
ろ
い

書

請
請

時
方

競
り

提

般
よ

の

の
の

札
の

入
２

期
法

先

争
、

出
な
便
海

あ
及

平
提
い
郵
北

で

先

番
道

る
び

成
出
。

の

を
調
と
一

で
に

年
の

号
教

は

明
物

競
札

証
達
。
般
入

関

札
地

た
に

入
、

し
品

争
治

あ
、

加
自

で
し

参
方

者
仕

の
施

こ
求

格
法

る
要

資

書

査
令

。
様

審
行

と

た
る

第
当
限

則
月
に た

以
単
し

。
の
）

号
り
。

）
者

下
価

者

規
囲
札

務
範
落

財
の
を

則
内

第

最
す

」
で
と

。るす付交

。
。

。
で

と

。とこの着必にでま日

る
総
月

申

道

見
よ
画
５

）
日

者

育

市
場
務
６

請

教

沢

通

空

条
は
）

に

庁

８
合
課

す

教

５
郵

）

知

知

西
、

木

。

局

目
番

前

る

育

丁
便

午

企

号

画

北

時

総

海

付

務

道
－

送

、
掲

３
指

育

課

空

庁

入
げ

月
示に

－
空

札
る

知

に
資

日
よ

教

参
格

り

有

）
成

北
局

加
を

金
作

育

た

道
画

よ
す

か
し

海
企

し

務

と
か

４
申

岩
総

う
る

ら
書

沢
課

す
ど

月
請

見

る
う

に

は
の

を

８

者
か

日
類

市

載

和

記

昭

を

第

等

令

件

政

要

年

の い

第

て

）

し

。

た

号

満 る

い
低
る

う
の
。

格
。
価

第）

号

１月当
条第
た

に

知
道

合

庁
海

場

同
北

る

合

よ

会
庁

平

階
育

、

３
教

は

舎 議
空

成

ア
査

）
出

西

、
審

木
提

条

ら
申

で
な

丁

か
を

ま
し

５

で
な

ば

ま
し

れ

ウ
請

け

目

と

の

こ

条
定
れ

ら

に
け

な

た

規

し

の

明

２

証

の

を

５

で

に

者

定



．

．

．

イ

契
日
こ
こ
詳

所

約
本
の
の
細

の
語
入
入
は

名ア

手
及
札
札
、

者
員
る
契

イ

税

落
で
の
こ
約

て捨
業

札
あ
一
と
に

分
事
金
者

者
る
部
。
関

の

た

開
に
入

る

そ

号

ア

平

掲
札
落
額

成

げ
金

を

札の

札

る
額

加

年

時

決

道教育庁宗

日
び
執
札

在

続
び
及
の
入

国
約
は
明

お
本
契
行
説

に

、
公
に

地

て
通
は
、
書

い 用

達
す
る

使

調
開
よ

、
貨

続
。

便
話
す

手
る
。

郵
電

語

停

号
号
言

の

番
番
る 及

止

育教道海北称 庁

と
か
に

す

で

っ
申
税

事

あ
に
な
を
免

る

業

を

か
当
た
し
事

務

る
相

税
る
は
る
者

担

免
す
者
出

落
と
い

す

事
金
、
こ
が

当

と

組

者
を
札
。
る

る

業
額

あ
札
定
だ
き

織

で
入
決
た

もを）額
る
書
後
し
は

の

、

名

すと格価札落てっ

入
等

算

の

る
か
に
速
、

３

札
に

し

に

定

月

及
係

た

お

に

い

当

び
る

金

日

、

っ

他

こ
消

額

て

た

の
費

金

２

て

公
税

当

曜

告
及

該

に

は

日

に
び

金

規

、

）

め
方

に

す

札

定
地

額

定

入

入
費

円

資

に

る
消

１

る

書

格

記

示告局育教谷

び

な

通

ど

－
－

貨

が

－

有り

北

得

見
線
岩

。

内
道

る

海 沢市
総画企局育教知空

条８

及

を
記
や
落
共

称

西
課務

す
に
者
企

び

問
載
か
札
同

共
体

在

ず
る
消
が
業

所

わ

費

見
と
税
同
消

地

、
こ
費

体
等

も

の
業
税

積
。
等
企

１

事
場
税

た

税
の
免

っ

課

での
当

者
で
業

月

業
合
事

は者るす加参に札入、

載

札
税

未
消
た

で
あ
者

、

有

さ

に

満

を な

た

す
下

端

し

れ

関
以

の

い

金

る

数

の

に

件
費

あ

者

額

条
消

が

た

該

違
等

と

し

当

に
税

る

札

額

し
と

は

入

金

反
」

き

入
う

そ

、

の

た
い

、

北

財
札
。

の

４

５

務

査

道
執

約
審

海
札

契
北
入

者
の
ア
イ

ウ

は
審

３

目丁５

ア
査
申
申

申

条

道
当
こ
当
る
件
こ

る

あ
条

成
が
該
と
該
こ
付

の次
平

の

る
て
出

り

あ
っ
申

い

の

の
提

約

免
そ
を

契

か
、
書

の

業
成
す

額

事
構
出

金

税

２

に等税費
調
納
納
契

札入

）

端
分

ー
達

に

パ課る係

取

金
５

則
、
の

数
の

規
は

第
無

海

効
扱

額
に相

と
い

を

。
各
る

す
り

す

切

条

当

道

１

北

次
海

の
平

入

道

公

と
成

調

教

達
札

お
育

場

を
行

内
の

項
を

稚
行

条
と

広
及

す
た

末
所

示
っ

市 目
時

は
所
丁
日

き

４
び

場
査

番

審

２

、 結

請
請

５
か
を

請

の

を果

号

２

の
の

ウ
請

類

の
ら
申

書

規

時
方

で
な

提

の
ま
し

の

に
定
れ
期
法

先

定
に
け

出
い
郵
北

る
る
な

な

よ
め
ば

成
出
。
便
海

条
と
ら
平
提 先

番
道

件
こ
な
ろ
い

と
一

一
に
。
年
の

号
教

付

行
調
を
調

入

物

競
札

年
う
達
証
達
。
般

名
品
し
品

争
は

北
指
物
明

札
地

道
競
に
た
に

入
、

海

し
で
し

参
方

告
争
関
者
関

治

第
札
、
あ
、

加
自

示
入

こ
求

格
法

５
に
迅
る
要

資

に
す
な
と
仕

の
施

号
関
速

れず

令

規
る
ア
。
様

審
行
査

。とこるす当該もに
加

入
入
約

を

参

定
指
フ

書

物

者

期
場
期

る

る

す

す

要

な

の

要

等
日
所
間

必

品

に

様
平
北
平
範
が
資

仕

の
と

内
り

等
成
海
成
囲
有
格

道

一ターュピンコルナソ

年
稚
年
で
得

式

り
年

を
に

庁

一
３

す
付

宗

般
月

る

谷

す

報

物

競
教

る

争
日

品

育

入

等
事

局

札

項
の

告

名

示

以

称

第

下

及

３

び

号

者

道

請

海

申

北

札

量

入

数

る

谷

す

宗

知

庁

通

育

に

教

３
指

育

総画企局育

。

教

よ

庁

般
り

月
示に

－
宗

競
、

谷

争
２

日
よ

教

入
の

り
金
作

育

札

し

海
企

あ
及

）
成

北
局

で

ら
た

道
画

る
び

か
請

内
務

で
に

４
申

稚
総

の

末

入
げ

９
書

市
課

、
掲

月

資

を

広

札
る

日
類

和

る
を
ー

記

昭

す
名
タ

に

物
停
サ

載

品
止
ー

の

賃
れ
ス

件

政

の
さ
ビ

要

年

借
い
メ

を

第

貸
て
、

等

令

の
な
ン

満

格
こ
ナ

し

。

資
い
テ

た

号

有
。
ス

い

下

を
と
ン

て

以

す

の

る

高
月
平
。

入
６
内
６
、
る

説
１
等
１
成

札
月

明
日
学
日

書

校
か
年

び
）

平
月

及
火

ら
５

要

成
日

求

に

書

月
度

様

３
限

仕

年
を

台
に

）科業職

」

よ

日
契

と

係

。

道

に

う

海

分

い

北

台

宗

月

実

庁

１

を

育

る

）

教

。

育

り

る

教

た

す

谷

当

施

局

の

第

長

単

課務

を

）
出

丁

参
格

金
提

４

に
す

で
な

２

し
有

ま
し

目

加 う
る

け

番

よ
か

れ

る
か

ら

う

な

す
ど

ば

号

と

を

」

こ

制

と

令

る

体

こ

政 う

備

明

い

。

整

証

と

と

が

で

第

て

者

）

れ

た

。

さ

し

を
。
間

。

で
期

る

ま
約

い

こ
予
る

、
す
し
長

だ
延
た

価

算

松

）

本

号

一昭



ア
イ

平

員
る
契

成

の
こ
約
名
所

あで者
一
と
に

年

る
部
。
関

入

る
捨
税

ア

イ 落

事

札
落
額
て

掲に号

業

札
金

を
た

台
札

る

者

決
額

加
金

分
者

げ

北
の
価
者
契
要
そ

項
の
札

道

札

定

す
約

海
規
格
と

開

る
書

財

の

に

６

７

８

９
務

時

よ
台
。
作

札
交
交

便

入
入
入

郵
郵
落

又
等

者

札
保
説

等
便

札

札 金
書

は
に

の

付
付

証
明

札

札
札
札

入

入
開
開

３

在

に

す

月

免

る

税

事

日

業

を
称
地

事

務

金

者

担

曜

が

当

日

い

す
北
郵

）

教
号

と

組
道
番

る

る
海
便

は

の
育

き

織

た。とこる出し申をか しだ
、

名
庁

の
な

で

定
等

算
額

）
と

、
っ

あ

に
に

し
）
る

当
係

た
を

た

消

額
っ

者
分
か

た
る

金
も

税

て
費

て

は
の
免

っ

、

事

は
税

当
落 価

相
札

業

、
及

該
札

に
落

札
地

額
格

当
決

者

入
び

金

る
後

あ

書
方

に
と

す
定

で

こび及札入

る

に
消

１
する

金
速

るめ定に示告の

規

に

り
分

の

入

か

記
費

円

い

め
係

の

則

お

定
に

成

、

予
１

否

他

昭

て

た
る

要

２

定
月

和

定

り

北

規

格
た

年

に

価
当

海

単

道

す

に
を

則

資

分
）

規

る

台
価

格

方

、
交

報
よ

決

は
の

電

保

よ
入

方

免
付

に

証

る

定

場

金
す
関
所
法
札
る
法

除
に

は

。
る

札

る
す

入 め

同
場

認

項
に
の

、

事
４

日
場
日

交

い

。
で

な

じ
所

所

時
所
時

場

同
同

海
海
成
に
に

北
北
平

道
道
内
谷
４
。
。

稚
宗
年
じ
じ

共

称
宗
－

市
合
月

同

及
谷

企

び
教

地
企
内

体

在
局
稚

業

所
育

等

務
広

税

総
末

費

画
市

消 業

２

事

目

税

丁

免

課
４

北

の体業企同共が者札落

未
の

額
や

あ
者

番

で合場

さ
満
で

を
か

を

載
税

札
消

わ

れ
以

の
、

入
に

問

金
数
札

書
費

ず

た
下

端
入

記
等

見

額
消

が
に

に
税

、

税

る
加

載
の

積

に
費

あ
参

税

っ

該
等

と
す

す
課

も

当
は
者

こ
事

た

金
」

き
る

る
月

の
い

、
は

と
業

１

額
と

るす関に札
う

そ
、

。
者

入たし反違に件条

当

。

の
消

で

て

。

有

る
っ

号

を

係
も

札
い

当
札

下

な

月
入

以

し

１
財

者

た 単
な

規

し

の
効

務

の

り
有

と

札

）
札

」

入

価
入

則

た

限
る

う

財

制
限

い

、

の
に

。るす付

。

。

務

末
同
４
舎

広
庁
日 後

２
５
午

目
階
）

丁
４
火

会
２

番
号 室
号
議
時

申 書出

号

海

す出提を

道 公

あ

分

た

成構のそ、てっ

の

の

数
税

る

の

り

）

端
費

額
に

免

に

契

取

金
等

か

５

事

当

金

い

を
係

税

相

約

扱 第
す
り
課
額

業

切
る

．
２
１

め。るすと効無、は

平

。る
則

第
範
）

規

）
の
。

成
の

囲
し

第

内
た
で
者

条
第

１
低
落

各

最
を

条

第

．
１
１
平

び
次
の

成
の

北

政
支
か
公

海

出
ら
表
平

道

に
訂
の
成

治
選

資
関
正
一

挙

金

の
の
細

こ
こ
詳

報

表
年
中
北 選道海 挙管理委員 告会

９
表
年
中
北海 選道 挙管理委員 告会

）

す
の
部
年

管

る
報
を
３

規
理

報
告
次
月

正
委

法
告
が
の

員

書
あ
と
日

会

に
っ
お

昭
告

つ
た
り

和
示

い
の
訂

第

年

道

て
で
正

法
、
、
す

号

選

第
自
同
る

律

挙

由
法
。

民
第

管

及
の
入

札
札
、

入
入
は

号

書

約
は
明

契
行
説

び
執
札

す
る

調
開
よ

、
公
に

は
、

の
番
続
。

話
手
る
。

電
達

を

を

」

」

号

第

示第 号

北
第

を

を

示

」

」

海 挙選道
号

管理委員会 員委 長

主党
条

）

理

北
の

第

委

海
規
道
定

条

員

１
第
に

第

会

一
づ

項
十
基

告

挙
、

規
選
き

の

示

づ
部
団

基
支
治

に
区
政

定

停

の
体

止等が
－
有り
－
得る

線内
。

号

に

に

」

」

、

、

、

を

に

」

」

土 屋

く

、

改

三

に

に

」

」

良

）

報

団
責
支

治
計
収

政
会
の

松
の

収
小
書

の
者
告

体
任

及
英
旨要

入



党

党

主

主

民

民

由

由

自

自

め 。
．

る
１ イの表

第

自

．
３
１

由

平

民

成
の表

主党

年
中

方

方

地蘭室

地蘭室

．１

平

イ

成

の表

年

十

十

第

第

道

道

海

海

北

北

支

支

区

区

挙

挙

選

選

一

一

部

部

中

を

を

」

」
）

北

北

十

挙

第

選

道

道

海

海

一

管

選

理

挙

委

区

員

部

告

支

会 示第

）党政

所

政備

支

整車

勝

動自

十

政備整車動自

会話懇経

会話懇経

中

３月

）同

同

日

」

金

を

日曜 ）

。るめ改

を

に

」

」

号
」

。るめ改に

」
を

。るめ改に

」

有

無

）

北

第

、

改

に

に

」

」
）

自

．
５
１

」

由

平

民

成
の

、

を

に

」

北

北

海

海

．１ イ

道海

第
．
４
１

公

平成
の

表

主党

年
中

政

北

北

第

選

道

道

海

海

十

挙

一

管

党

選

理

）

挙

委

区

員

部

告

支

会

治

政

政

十

油

油

石

石

道

道

所

胆

胆

盟

盟

支

連

連

勝

治 部

部

支

支

方

方

地

地

振

振

の表中
」

同

同

）
を

表
年
中
北

報

選道海 挙管理委員 告会

を
」

示第 号
」

。るめ改

を

に

」

」
を

有

無

）

」

に改

示

。るめ

第 号

第

、

」

に
」

、に

を
」

、に
」

号

」

」

を

に、



自

自

平

由

由

成

民

民

．１

主

主

のイ

年

め
表

党

党

。る

第

自

．
６
１

由

平

民

成
の表

主党

年
中

方

方

地

地

蘭

蘭

室

室

．１ イの表

３

北

北

月

海

海

道

道

日

十

十

第

第

金

一

一

曜

選

選

日

挙

挙

）

中

部

部

支

支

区

区

）

」

」

を

を

政

北

北

第

選

道

道

海

海

十

挙

一

管

党

選

理

）

挙

委

区

員

部

告

支

会 示第

所支勝十

備

備

整

整

車

車

動

動

自

自

会

会

話

話

懇

懇

経

経

政

政

中

を

」

無

同

）

。るめ改

を

に

」

」

北

号
」

。るめ改に

を
」

。るめ改に

」

同

無

）

道海

２
第

第

条

公

走
条

の

族
の

の９の条
走
８

前
族

）
２

、に

、

改

」

に

に

」

」

第

行
第

も

条

の
第
の

情
う

条

２
情

を

報
。
条

の

発

の

除
条
の
報
３

く
の
次
発

第

次

次

を
」

第
第
の

第
に

１

次

通
の

条
の
組
条
条
号
交
条

う

次

の
１
織
の
中
を

北

第

北
に
第
の

海

海
改
５
１

道

北
道
正
条
号
警
条

公

海
警
す
中
を
察
の

安

道
成
海
平
北

室
第

策
交
策
を

対

対
６

警

室
通

報

）
部
に

と

指
て
７

通
い
の

交
お
条 、

課
、
し

導
は

、
走
第

に
族

。るえ加を条１の次に

走
総
条

。
８
に
信

信
務
進

第

）
を
次
推
総
推

を

」
第
の
進
１
室
部
室

を

報
お

の

加
条
条
）
広
に

条

え
の
を

る
９
加

課
い

る

、
は

し

。
と
え

に
て

と

第

報
地

第

、
。

情
、

、

し

発
域

第
加
安
２

条

信
安

条

８
号
犯

中
を
罪

５
え
全
第
動
号

第
加
の
見
号
る
運
２

え
取
出
を
。

を
６

企

号
る
締
し
第

の
中

を
。
り
む
と

に
通

第

に
含
号

画
交

関
）
、

す
全

号

す
。
し

関
安

こ
動

し

こ
中
第

る
活

と

る

、

と

４号

と
に

第

道
察
る
第
加
署
７

委

え
協
中

警
の
。

員

察
組

号
る
議

会

の
織

を
。
会

規

組
に

第

に
力

則

関
団

織
関

第

に
す

号

す
対

３

関
る

と

る
策

号

る
則

、

と
」

す
規

し

こ
課

規

第

。
を

則
昭

６

の
和

号

捜

組
月
の
３
察
年

織 るす関に
日

道

則規

公

一の

安

策
策
を

対
対
５

族
合
の

部

室
に
第

を
関

と

す
事
６

置
る
の

附
す
条

う
。

行
る

。
を
す

る
務

第

。

報

か

３

進
情

７

の

推
全

の

第

附
発

第

ら

を
の

ら

か

室 置
信 他

９

の

る
の

の

条

す
そ

条

報

を

で

広

で

ま

の

ま

７

。

を

。
関

条

び

条

１

及

２

を

５

る

号

の
団
第

す

５

他
力

と

と

ら

課
策
号

こ

か

部
対

、

の

９

所
」
し

」

第

の
課

ま

に

第

次

号

掌
を

を

す
査
号

で

属
捜
３

に

１

る
第
を

ず

の
課
４

通

号

も
四
第

交

か

査
つ

を
」
号

企

一

課

を
北

第

四

部
年

ら

第

改
海

で

改

す
公

ま

に

正
道

号

」

則
員

１

る

規
委

を

め

る
安

り

第

繰

則

つ

規

ず

会

号

。

を

２

委

正改

員

る

海

す

北

会

を

安

則

公

規

道

規

こ

員

こ

委

則

す

長

布

員

公

委

に

会

号

り

繰

に

繰

つ

聴

つ

ず

広

ず

事

、

げ

る

げ

下

す

下

り

関

第

務

第

、

を

り

く
改
し

課

繰

除
に
と

画

げ

）
る
第

所

下

。
め
、

の

の

属

第

号

に

、

。
。
２

掌

げ

号

下

の

に

る

号

次

す

４

の

を

号

部

５

一

第

の

、

）

文野

。

佐

る

よ

に

の

次

次

男



務
た

毎

適
で
平

の
の

週

正
、
成

火

化
同

・
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